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敦賀発電所に係る安全確保等に関する協定書 
 
滋賀県（以下「甲」という。）、長浜市（以下「乙」という。）、高島市（以下「丙」とい

う。）と日本原子力発電株式会社（以下「丁」という。）とは、丁の敦賀発電所（以下「発

電所」という。）の保守運営および廃止措置に伴う安全確保等について、次のとおり協定す

る。 
 
（関係諸法令の遵守） 
第１条 丁は、発電所の増設、保守運営および廃止措置に当たっては、周辺環境の安全を

確保するため、関係諸法令を遵守し、万全の措置を講じなければならない。 
 
（計画の報告） 
第２条 丁は、発電所の新増設に係る建設計画および原子炉施設等に重要な変更を行おう

とするときは、事前に甲、乙、丙に報告しなければならない。 
２ 第 1 項について、甲、乙、丙は、安全対策について意見があるときは、丁に対して意

見を述べることができる。 
 

（廃止措置計画の事前説明） 
第２条の２ 丁は、原子炉施設の廃止措置を講じようとするときは、甲、乙、丙に対し、

当該廃止措置に関する計画について、事前に説明しなければならない。 
 
（輸送計画の事前連絡） 
第３条  丁は、発電所の新燃料、使用済燃料および放射性廃棄物を、甲、乙、丙の区域を

通過して輸送するときは、その輸送計画について、事前に、通過する甲、乙、丙に連絡

しなければならない。 
 
（平常時における連絡） 
第４条 丁は、甲、乙、丙に対し、次に掲げる事項について、定期的に連絡しなければな

らない。 
（１）発電所の新増設に係る建設工事の進捗状況 
（２）発電所の保守運営状況（試運転を含む。） 
（３）環境放射能測定の調査報告 
（４）原子炉施設の廃止措置の状況 
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（異常時における連絡） 
第５条 丁は、甲、乙、丙に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ち

に連絡しなければならない。 
（１）非常事態が発生したとき。 
（２）非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が動作したとき。 
（３）不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えい

したとき。 
（４）計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動

したとき。 
（５）発電所に故障が発生したとき。 
（６）発電所敷地内において火災事故が発生したとき。 
（７）放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。 
（８）放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えた 
とき。 

（９）前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。 
（１０）原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 
（１１）放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 
（１２）発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 
 
（現地確認） 
第６条 甲、乙、丙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丁

に対し報告を求め、または甲、乙、丙の職員に発電所の現地確認をさせることができる。 
２ 丁は前項の現地確認に協力しなければならない。 
３ 第１項の規定により現地確認をする者は、その安全確保のため、丁の保安関係の規程

に従うものとする。 
４ 甲、乙、丙および丁は、第 1 項に定める現地確認において相互に意見を述べることが

できる。 
 
（損害の補償）  
第７条 丁は、発電所の保守運営および廃止措置に起因して滋賀県の住民に損害を与えた

場合は、直ちに損害の拡大を防止するための対策等、必要な措置を講ずるとともに、誠

意をもって補償しなければならない。 
 
（原子力防災対策） 
第８条 丁は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるた

め、的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。 
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２ 丁は、甲、乙、丙が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。 
 
（公衆への広報） 
第９条 丁は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う

場合は、甲、乙、丙に対して連絡しなければならない。 
 
（連絡の方法） 
第１０条 丁は、甲、乙、丙に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければなら

ない。 
（１）第２条、第２条の２、第３条および第４条に掲げる事項については、文書をもって

連絡するものとする。 
（２）第５条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するものとす

る。 
（３）その他必要な事項については、甲、乙、丙および丁が協議して、別に定めるものと

する。 
 
（連絡の発受信者） 
第１１条 甲、乙、丙および丁は、相互の連絡を円滑に行うため、連絡責任者を定めるも

のとする。 
 
（協定書の改定） 
第１２条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲、乙、

丙および丁いずれからもその改定を申し出ることができるものとする。この場合におい

て、甲、乙、丙および丁は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとす

る。 
 
（疑義または定めのない事項） 
第１３条 この協定書に定めた事項について、疑義が生じたとき、またはこの協定書に定

めのない事項については、甲、乙、丙および丁が協議して定めるものとする。 
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この協定締結の証として、本書４通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有す

る。 
 
 

平成２９年 ３月２２日 
 
 
 
          甲  滋賀県大津市京町４丁目１番１号 
               滋賀県知事    三日月 大造 
 
 
 
 
          乙  滋賀県長浜市八幡東町６３２番 
               長浜市長     藤 井 勇 治 
 
 
 
 
          丙  滋賀県高島市新旭町北畑５６５番地 
               高島市長     福 井 正 明 
         
 
 
 
          丁  東京都千代田区神田美土代町１番地１ 
              日本原子力発電株式会社 
               取締役社長       村 松  衛 
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美浜発電所に係る安全確保等に関する協定書 
 

滋賀県（以下「甲」という。）、高島市（以下「乙」という。）と関西電力株式会社（以下

「丙」という。）とは、丙の美浜発電所（以下「発電所」という。）の保守運営および廃止

措置に伴う安全確保等について、次のとおり協定する。 
 
（関係諸法令の遵守） 
第１条 丙は、発電所の増設、保守運営および廃止措置に当たっては、周辺環境の安全を

確保するため、関係諸法令を遵守し、万全の措置を講じなければならない。 
 
（計画の報告） 
第２条 丙は、発電所の新増設に係る建設計画および原子炉施設等に重要な変更を行おう

とするときは、事前に甲および乙に報告しなければならない。 
２ 第 1 項について、甲および乙は、安全対策について意見があるときは、丙に対して意

見を述べることができる。 
 
（廃止措置計画の事前説明） 
第２条の２ 丙は、原子炉施設の廃止措置を講じようとするときは、甲、乙に対し、当該

廃止措置に関する計画について、事前に説明しなければならない。 
 
（輸送計画の事前連絡） 
第３条 丙は、発電所の新燃料、使用済燃料および放射性廃棄物を、甲あるいは乙の区域を

通過して輸送するときは、その輸送計画について、事前に、通過する甲あるいは乙に連

絡しなければならない。 
 
（平常時における連絡） 
第４条 丙は、甲および乙に対し、次に掲げる事項について、定期的に連絡しなければな

らない。 
（１）発電所の新増設に係る建設工事の進捗状況 
（２）発電所の保守運営状況（試運転を含む。） 
（３）環境放射能測定の調査報告 
（４）原子炉施設の廃止措置の状況 
 
（異常時における連絡） 
第５条 丙は、甲および乙に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ち

に連絡しなければならない。 
（１）非常事態が発生したとき。 
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（２）非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が動作したとき。 
（３）不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えい

したとき。 
（４）計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動

したとき。 
（５）発電所に故障が発生したとき 
（６）発電所敷地内において火災事故が発生したとき。 
（７）放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。 
（８）放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えた

とき。 
（９）前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。 
（１０）原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 
（１１）放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 
（１２）発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 
 
（現地確認） 
第６条 甲および乙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丙

に対し報告を求め、または甲および乙の職員に発電所の現地確認をさせることができる。 
２ 丙は前項の現地確認に協力しなければならない。 
３ 第１項の規定により現地確認をする者は、その安全確保のため、丙の保安関係の規程

に従うものとする。 
４ 甲、乙および丙は、第 1 項に定める現地確認において相互に意見を述べることができ

る。 
 
（損害の補償）  
第７条 丙は、発電所の保守運営および廃止措置に起因して滋賀県の住民に損害を与えた

場合は、直ちに損害の拡大を防止するための対策等、必要な措置を講ずるとともに、誠

意をもって補償しなければならない。 
 
（原子力防災対策） 
第８条 丙は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるた

め、的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。 
２ 丙は、甲および乙が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。 
 
（公衆への広報） 
第９条 丙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う

場合は、甲および乙に対して連絡しなければならない。 

-71-



 
（連絡の方法） 
第１０条 丙は、甲および乙に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければなら

ない。 
（１）第２条、第２条の２、第３条および第４条に掲げる事項については、文書をもって

連絡するものとする。 
（２）第５条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するものとす

る。 
（３）その他必要な事項については、甲、乙および丙が協議して、別に定めるものとする。 
 
（連絡の発受信者） 
第１１条 甲、乙および丙は、相互の連絡を円滑に行うため、連絡責任者を定めるものと

する。 
 
（協定書の改定） 
第１２条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲、乙、

丙いずれからもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲、

乙および丙は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 
 
（疑義または定めのない事項） 
第１３条 この協定書に定めた事項について、疑義が生じたとき、またはこの協定書に定

めのない事項については、甲、乙および丙が協議して定めるものとする。 
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この協定締結の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有す

る。 
 
 

平成２９年 ３月２２日 
 
 
 
          甲  滋賀県大津市京町４丁目１番１号 
               滋賀県知事    三日月 大造 
 
 
 
 
          乙  滋賀県高島市新旭町北畑５６５番地 
               高島市長     福 井 正 明 
         
 
 
 
          丙  大阪府大阪市北区中之島３丁目６番１６号 
              関西電力株式会社 
               取締役社長       岩 根 茂 樹 
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美浜発電所に係る安全確保に 
関する通報連絡等協定書 

 
 
         
 
 
 
 
 
 

長 浜 市 
関 西 電 力 株 式 会 社 
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美浜発電所に係る安全確保に関する通報連絡等協定書 
 

長浜市（以下「甲」という。）と関西電力株式会社（以下「乙」という。）とは、乙の美

浜発電所（以下「発電所」という。）の保守運営および廃止措置に伴う安全確保に係る通報

連絡等について、次のとおり協定する。 
 
（関係諸法令の遵守） 
第１条 乙は、発電所の増設、保守運営および廃止措置に当たっては、周辺環境の安全を

確保するため、関係諸法令を遵守し、万全の措置を講じなければならない。 
 
（平常時における連絡） 
第２条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的に連絡しなければならない。 
（１）発電所の新増設に係る建設工事の進捗状況 
（２）発電所の保守運営状況（試運転を含む。） 
（３）環境放射能測定の調査報告 
（４）原子炉施設の廃止措置の状況 
 
（異常時における連絡） 
第３条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡し

なければならない。 
（１）非常事態が発生したとき。 
（２）非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が動作したとき。 
（３）不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えい

したとき。 
（４）計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動

したとき。 
（５）発電所に故障が発生したとき 
（６）発電所敷地内において火災事故が発生したとき。 
（７）放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。 
（８）放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えた

とき。 
（９）前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。 
（１０）原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 
（１１）放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 
（１２）発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 
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（損害の補償）  
第４条 乙は、発電所の保守運営および廃止措置に起因して甲の住民に損害を与えた場合

は、直ちに損害の拡大を防止するための対策等、必要な措置を講ずるとともに、誠意を

もって補償しなければならない。 
 
（原子力防災対策） 
第５条 乙は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるた

め、的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。 
２ 乙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。 
 
（公衆への広報） 
第６条 乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う

場合は、甲に対して連絡しなければならない。 
 
（連絡の方法） 
第７条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。 
（１）第２条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。 
（２）第３条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するものとす

る。 
（３）その他必要な事項については、甲および乙が協議して、別に定めるものとする。 
 
（連絡の発受信者） 
第８条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に行うため、連絡責任者を定めるものとする。 
 
（協定書の改定） 
第９条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙いずれ

からもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲および乙は、

誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 
 
（疑義または定めのない事項） 
第１０条 この協定書に定めた事項について、疑義が生じたとき、またはこの協定書に定

めのない事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。 
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この協定締結の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有す

る。 
 
 

平成２９年 ３月２２日 
 
 
 
          甲  滋賀県長浜市八幡東町６３２番 
               長浜市長     藤 井 勇 治 
 
 
 
 
          乙  大阪府大阪市北区中之島３丁目６番１６号 
              関西電力株式会社 
               取締役社長       岩 根 茂 樹 
 
 
 
 
         立会人 滋賀県大津市京町４丁目１番１号 
               滋賀県知事    三日月 大造 
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大飯発電所に係る安全確保等に 
関する協定書 

 
 
         
 
 
 
 
 
 

滋 賀 県 
高 島 市 
関 西 電 力 株 式 会 社 
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大飯発電所に係る安全確保等に関する協定書 
 

滋賀県（以下「甲」という。）、高島市（以下「乙」という。）と関西電力株式会社（以

下「丙」という。）とは、丙の大飯発電所（以下「発電所」という。）の保守運営および

廃止措置に伴う安全確保等について、次のとおり協定する。 

 

（関係諸法令の遵守） 

第１条 丙は、発電所の増設、保守運営および廃止措置に当たっては、周辺環境の安全

を確保するため、関係諸法令を遵守し、万全の措置を講じなければならない。 

 

（計画の報告） 

第２条 丙は、発電所の新増設に係る建設計画および原子炉施設等に重要な変更を行お 

うとするときは、事前に甲および乙に報告しなければならない。 

２ 第 1項について、甲および乙は、安全対策について意見があるときは、丙に対して

意見を述べることができる。 

 

（廃止措置計画の事前説明） 

第２条の２ 丙は、原子炉施設の廃止措置を講じようとするときは、甲、乙に対し、当

該廃止措置に関する計画について、事前に説明しなければならない。 

 

（輸送計画の事前連絡） 

第３条 丙は、発電所の新燃料、使用済燃料および放射性廃棄物を、甲あるいは乙の区

域を通過して輸送するときは、その輸送計画について、事前に、通過する甲あるいは

乙に連絡しなければならない。 

 

（平常時における連絡） 

第４条 丙は、甲および乙に対し、次に掲げる事項について、定期的に連絡しなければ

ならない。 

（１）発電所の新増設に係る建設工事の進捗状況 

（２）発電所の保守運営状況（試運転を含む。） 

（３）環境放射能測定の調査報告 

（４）原子炉施設の廃止措置の状況 

 

（異常時における連絡） 

第５条 丙は、甲および乙に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直

ちに連絡しなければならない。 

（１）非常事態が発生したとき。 
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（２）非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が動作したとき。 

（３）不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏え

いしたとき。 

（４）計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変

動したとき。 

（５）発電所に故障が発生したとき 

（６）発電所敷地内において火災事故が発生したとき。 

（７）放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。 

（８）放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超え

たとき。 

（９）前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。 

（１０）原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 

（１１）放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 

（１２）発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 

 

（現地確認） 

第６条 甲および乙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、

丙に対し報告を求め、または甲および乙の職員に発電所の現地確認をさせることがで

きる。 

２ 丙は前項の現地確認に協力しなければならない。 

３ 第１項の規定により現地確認をする者は、その安全確保のため、丙の保安関係の規

程に従うものとする。 

４ 甲、乙および丙は、第 1項に定める現地確認において相互に意見を述べることがで

きる。 

 

（損害の補償）  

第７条 丙は、発電所の保守運営および廃止措置に起因して滋賀県の住民に損害を与え

た場合は、直ちに損害の拡大を防止するための対策等、必要な措置を講ずるとともに、

誠意をもって補償しなければならない。 

 

（原子力防災対策） 

第８条 丙は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高める

ため、的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。 

２ 丙は、甲および乙が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。 
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（公衆への広報） 

第９条 丙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行

う場合は、甲および乙に対して連絡しなければならない。 

 

（連絡の方法） 

第１０条 丙は、甲および乙に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければな

らない。 

（１）第２条、第２条の２、第３条および第４条に掲げる事項については、文書をもっ

て連絡するものとする。 

（２）第５条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するものと

する。 

（３）その他必要な事項については、甲、乙および丙が協議して、別に定めるものとす

る。 

 

（連絡の発受信者） 

第１１条 甲、乙および丙は、相互の連絡を円滑に行うため、連絡責任者を定めるもの

とする。 

 

（協定書の改定） 

第１２条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲、乙、

丙いずれからもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲、

乙および丙は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 

 

（疑義または定めのない事項） 

第１３条 この協定書に定めた事項について、疑義が生じたとき、またはこの協定書に

定めのない事項については、甲、乙および丙が協議して定めるものとする。 
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この協定締結の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有

する。 

 

 

平成２５年４月 ５日 

   平成３１年３月２７日 改定 

 

 

          甲  滋賀県大津市京町４丁目１番１号 

               滋賀県知事    三日月 大造 

 

 

 

 

          乙  滋賀県高島市新旭町北畑５６５番地 

               高島市長     福 井 正 明 

         

 

 

 

          丙  大阪府大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

              関西電力株式会社 

               取締役社長       岩 根  茂 樹 
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高浜発電所に係る安全確保に 
関する通報連絡等協定書 

 
 
         
 
 
 
 
 
 

滋 賀 県 
関 西 電 力 株 式 会 社 
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高浜発電所に係る安全確保に関する通報連絡等協定書 
 

滋賀県（以下「甲」という。）と関西電力株式会社（以下「乙」という。）とは、関西

圏住民の水源である琵琶湖の環境を保全することの重要性を念頭に置き、乙の高浜発電

所（以下「発電所」という。）の保守運営に伴う安全確保に係る通報連絡等について、

次のとおり協定する。 
 
（関係諸法令の遵守） 
第１条 乙は、発電所の増設および保守運営に当たっては、周辺環境の安全を確保する

ため、関係諸法令を遵守し、万全の措置を講じなければならない。 
 
（輸送計画の事前連絡） 
第２条 乙は、発電所の新燃料、使用済燃料および放射性廃棄物を、甲の区域を通過し

て輸送するときは、その輸送計画について、事前に甲に連絡しなければならない。 
 
（平常時における連絡） 
第３条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的に連絡しなければならない。 
（１）発電所の新増設に係る建設工事の進捗状況 
（２）発電所の保守運営状況（試運転を含む。） 
（３）環境放射能測定の調査報告 
 
（異常時における連絡） 
第４条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡

しなければならない。 
（１）非常事態が発生したとき。 
（２）非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が動作したとき。 
（３）不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏え

いしたとき。 
（４）計画外に原子炉または発電を停止したとき、もしくは不測の事態により出力が変

動したとき。 
（５）発電所に故障が発生したとき。 
（６）発電所敷地内において火災事故が発生したとき。 
（７）放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。 
（８）放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超え

たとき。 
（９）前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。 
（１０）原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 
（１１）放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 
（１２）発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 
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（損害の補償）  
第５条 乙は、発電所の保守運営に起因して甲の住民に損害を与えた場合は、直ちに損

害の拡大を防止するための対策等、必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって補償

しなければならない。 
 
（原子力防災対策） 
第６条 乙は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高める

ため、的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。 
２ 乙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。 
 
（公衆への広報） 
第７条 乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行

う場合は、甲に対して連絡しなければならない。 
 
（連絡の方法） 
第８条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。 
（１）第２条および第３条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。 
（２）第４条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するものと

する。 
（３）その他必要な事項については、甲および乙が協議して、別に定めるものとする。 
 
（連絡の発受信者） 
第９条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に行うため、連絡責任者を定めるものとする。 
 
（協定書の改定） 
第１０条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙い

ずれからもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲およ

び乙は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 
 
（疑義または定めのない事項） 
第１１条 この協定書に定めた事項について、疑義が生じたとき、またはこの協定書に

定めのない事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。 
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この協定締結の証として、本書２通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有

する。 
 
 

平成２８年１月２５日 
 
 
 

          甲  滋賀県大津市京町４丁目１番１号 
滋賀県知事    三日月 大造 
 
 
 
 

          乙  大阪府大阪市北区中之島３丁目６番１６号 
関西電力株式会社 

               取締役社長      八 木  誠 
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高浜発電所に係る安全確保に関する通報連絡等協定書 
 

高島市（以下「甲」という。）と関西電力株式会社（以下「乙」という。）とは、乙の高

浜発電所（以下「発電所」という。）の保守運営に伴う安全確保に係る通報連絡等について、

次のとおり協定する。 
 
（関係諸法令の遵守） 
第１条 乙は、発電所の増設および保守運営に当たっては、周辺環境の安全を確保するた 
め、関係諸法令を遵守し、万全の措置を講じなければならない。 

 
（平常時における連絡） 
第２条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的に連絡しなければならない。 
（１）発電所の新増設に係る建設工事の進捗状況 
（２）発電所の保守運営状況（試運転を含む。） 
（３）環境放射能測定の調査報告 
 
（異常時における連絡） 
第３条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡し 
なければならない。 

（１）非常事態が発生したとき。 
（２）非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が動作したとき。 
（３）不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えい 
したとき。 

（４）計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動 
したとき。 

（５）発電所に故障が発生したとき。 
（６）発電所敷地内において火災事故が発生したとき。 
（７）放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。 
（８）放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えた

とき。 
（９）前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。 
（１０）原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 
（１１）放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 
（１２）発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 
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（損害の補償）  
第４条 乙は、発電所の保守運営に起因して甲の住民に損害を与えた場合は、直ちに損害 

の拡大を防止するための対策等、必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって補償しな 
ければならない。 

 
（原子力防災対策） 
第５条 乙は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるた 
め、的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。 

２ 乙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。 
 
（公衆への広報） 
第６条 乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う 
場合は、甲に対して連絡しなければならない。 

 
（連絡の方法） 
第７条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。 
（１）第２条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。 
（２）第３条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するものとす 
る。 

（３）その他必要な事項については、甲および乙が協議して、別に定めるものとする。 
 
（連絡の発受信者） 
第８条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に行うため、連絡責任者を定めるものとする。 
 
（協定書の改定） 
第９条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙いずれ 
からもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲および乙は、 
誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 

 
（疑義または定めのない事項） 
第１０条 この協定書に定めた事項について、疑義が生じたとき、またはこの協定書に定 
めのない事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。 
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この協定締結の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有す

る。 
 
 

平成２９年 ９月２７日 
 
 
 
          甲  滋賀県高島市新旭町北畑５６５番地 
               高島市長     福 井 正 明 
 
 
 
 
          乙  大阪府大阪市北区中之島３丁目６番１６号 
              関西電力株式会社 
               取締役社長       岩 根 茂 樹 
 
 
 
 
         立会人 滋賀県大津市京町４丁目１番１号 
               滋賀県知事    三日月 大造 
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滋 賀 県 

長  浜  市 

高  島  市 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 
 
 

高速増殖原型炉もんじゅに係る安全確保等に

関する協定書 
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高速増殖原型炉もんじゅに係る安全確保等に関する協定書 

 

 

滋賀県（以下「甲」という。）、長浜市（以下「乙」という。）、高島市（以下「丙」という。）と

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「丁」という。）とは、丁の高速増殖原型炉もん

じゅ（以下「もんじゅ」という。）の保守運営および廃止措置に伴う安全確保等について、次のと

おり協定する。 

 

（関係諸法令の遵守） 

第１条 丁は、もんじゅの保守運営および廃止措置に当たっては、周辺環境の安全を確保するため、

関係諸法令を遵守し、万全の措置を講じなければならない。 

  

（計画の報告） 

第２条 丁は、もんじゅの原子炉施設等に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲、乙、丙に

報告しなければならない。 

２ 第１項について、甲、乙、丙は、安全対策について意見があるときは、丁に対して意見を述

べることができる。 

 

（廃止措置計画の事前説明） 

第２条の２ 丁は、もんじゅの廃止措置を講じようとするときは、甲、乙、丙に対し、当該廃止措

置に関する計画について、事前に説明しなければならない。 

 

（輸送計画の事前連絡） 

第３条 丁は、新燃料、使用済燃料および放射性廃棄物を、甲、乙、丙の区域を通過して輸送する

ときは、その輸送計画について、事前に通過する甲、乙、丙に連絡しなければならない。 

 

（平常時における連絡） 

第４条 丁は、甲、乙、丙に対し、次に掲げる事項について、定期的に連絡しなければならない。 

（１）もんじゅの保守運営の状況 

（２）環境放射能測定の調査報告 

（３）もんじゅの廃止措置の状況 

 

（異常時における連絡） 

第５条 丁は、甲、乙、丙に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡し

なければならない。 

（１）非常事態が発生したとき。 

（２）工学的安全施設が動作したとき。 

（３）不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えいしたとき。 

（４）もんじゅに故障が発生したとき。 
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（５）ナトリウムを保有する系統設備からナトリウムが漏えいしたとき。 

（６）もんじゅ敷地内において火災が発生したとき。 

（７）放射性物質またはナトリウムの輸送中に事故が発生したとき。 

（８）放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。 

（９）前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。 

（１０）原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 

（１１）放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 

（１２）もんじゅの周辺環境に異常が発生したとき。 

 

（現地確認） 

第６条 甲、乙、丙は、もんじゅ周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丁に対し

報告を求め、または甲、乙、丙の職員にもんじゅの現地確認をさせることができる。 

２ 丁は前項の現地確認に協力しなければならない。 

３ 第１項の規定により現地確認をする者は、その安全確保のため、丁の保安関係の規程に従う

ものとする。 

４ 甲、乙、丙および丁は、第１項に定める現地確認において相互に意見を述べることができる。 

 

（損害の補償） 

第７条 丁は、もんじゅの保守運営および廃止措置に起因して滋賀県の住民に損害を与えた場合は、

直ちに損害の拡大を防止するための対策等、必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって補償し

なければならない。 

 

（原子力防災対策） 

第８条 丁は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるため、的確

かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。 

２ 丁は、甲、乙、丙が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。 

 

（公衆への広報） 

第９条 丁は、公衆に対して、もんじゅに関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合は、

甲、乙、丙に対して連絡しなければならない。 

 

（連絡の方法） 

第１０条 丁は、甲、乙、丙に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。 

（１）第２条、第２条の２、第３条および第４条に掲げる事項については、文書をもって連絡する

ものとする。 

（２）第５条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するものとする。 

（３）その他必要な事項については、甲、乙、丙および丁が協議して、別に定めるものとする。 
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（連絡の発受信者） 

第１１条 甲、乙、丙および丁は、相互の連絡を円滑に行うため、連絡責任者を定めるものとする。 

 

（協定書の改定） 

第１２条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲、乙、丙および

丁いずれからもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲、乙、丙お

よび丁は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 

 

（疑義または定めのない事項） 

第１３条 この協定書に定めた事項について、疑義が生じたとき、またはこの協定書に定めのない

事項については、甲、乙、丙および丁が協議して定めるものとする。 

 

 

 

 

この協定締結の証として、本書４通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 

 

 

平成２５年４月 ５日 

平成３０年５月３０日 改定 

 

 

  

        甲  滋賀県大津市京町４丁目１番１号 

             滋賀県知事   三日月 大造 

 

 

        乙  滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

             長浜市長    藤 井  勇 治 

 

  

       丙  滋賀県高島市新旭町北畑５６５番地 

             高島市長    福 井  正 明 

 

 

        丁  茨城県那珂郡東海村大字舟石川７６５番地１ 

            国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

             理事長        児 玉  敏 雄 

-94-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋 賀 県 

長  浜  市 

高  島  市 

独立行政法人日本原子力研究開発機構 
 

 

 

原子炉廃止措置研究開発センターに係る 

安全確保等に関する協定書 
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原子炉廃止措置研究開発センターに係る安全確保等に関する協定書 

 

 

滋賀県（以下「甲」という。）、長浜市（以下「乙」という。）、高島市（以下「丙」という。）と

独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下「丁」という。）とは、丁の原子炉廃止措置研究開発

センター（以下「ふげん」という。）の保守運営および廃止措置に伴う安全確保等について、次の

とおり協定する。 

 

（関係諸法令の遵守） 

第１条 丁は、ふげんの増設、保守運営および廃止措置に当たっては、周辺環境の安全を確保する

ため、関係諸法令を遵守し、万全の措置を講じなければならない。 

 

（計画の報告） 

第２条 丁は、ふげんの新増設に係る建設計画および原子炉施設等に重要な変更を行おうとすると

きは、事前に甲、乙、丙に報告しなければならない。 

２ 第１項について、甲、乙、丙は、安全対策について意見があるときは、丁に対して意見を述

べることができる。 

 

（廃止措置計画の事前説明） 

第２条の２ 丁は、ふげんの廃止措置を講じようとするときは、甲、乙、丙に対し、当該廃止措置

に関する計画について、事前に説明しなければならない。 

 

（輸送計画の事前連絡） 

第３条 丁は、使用済燃料および放射性廃棄物を甲、乙、丙の区域を通過して輸送するときは、そ

の輸送計画について、事前に通過する甲、乙、丙に連絡しなければならない。 

 

（平常時における連絡） 

第４条 丁は、甲、乙、丙に対し、次の各号に掲げる事項について、定期的に連絡しなければなら

ない。 

（１）ふげん建設工事の進捗状況 

（２）ふげんの保守運営（試運転を含む。）の状況 

（３）環境放射能測定の調査報告 

（４）ふげんの廃止措置の状況 

 

（異常時における連絡） 

第５条 丁は、甲、乙、丙に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡し

なければならない。 

（１）非常事態が発生したとき。 

（２）不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えいしたとき。 
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（３）ふげんに故障が発生したとき。 

（４）ふげん敷地内において火災が発生したとき。 

（５）放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。 

（６）放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。 

（７）前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。 

（８）原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 

（９）放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 

（１０）ふげんの周辺環境に異常が発生したとき。 

 

（現地確認） 

第６条 甲、乙、丙は、ふげん周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丁に対し報

告を求め、または甲、乙、丙の職員にふげんの現地確認をさせることができる。 

２ 丁は前項の現地確認に協力しなければならない。 

３ 第１項の規定により現地確認をする者は、その安全確保のため、丁の保安関係の規程に従う

ものとする。 

４ 甲、乙、丙および丁は、第１項に定める現地確認において相互に意見を述べることができる。 

 

（損害の補償） 

第７条 丁は、ふげんの保守運営および廃止措置に起因して滋賀県の住民に損害を与えた場合は、

直ちに損害の拡大を防止するための対策等、必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって補償し

なければならない。 

 

（原子力防災対策） 

第８条 丁は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるため、的確

かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。 

２ 丁は、甲、乙、丙が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。 

 

 

（公衆への広報） 

第９条 丁は、公衆に対して、ふげんに関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合は、

甲、乙、丙に対して連絡しなければならない。 

 

（連絡の方法） 

第１０条 丁は、甲、乙、丙に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。 

（１）第２条、第２条の２、第３条および第４条に掲げる事項については、文書をもって連絡する

ものとする。 

（２）第５条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するものとする。 

（３）その他必要な事項については、甲、乙、丙および丁が協議して、別に定めるものとする。 
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（連絡の発受信者） 

第１１条 甲、乙、丙および丁は、相互の連絡を円滑に行うため、連絡責任者を定めるものとする。 

 

（協定書の改定） 

第１２条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲、乙、丙および

丁いずれからもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲、乙、丙お

よび丁は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 

 

（疑義または定めのない事項） 

第１３条 この協定書に定めた事項について、疑義が生じたとき、またはこの協定書に定めのない

事項については、甲、乙、丙および丁が協議して定めるものとする。 

 

 

 

 

この協定締結の証として、本書４通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 

 

 

平成２５年４月５日 

 

 

  

        甲  滋賀県大津市京町４丁目１番１号 

             滋賀県知事   嘉田 由紀子    

 

 

        乙  滋賀県長浜市高田町１２番３４号 

             長浜市長    藤 井 勇 治 

 

  

       丙  滋賀県高島市新旭町北畑５６５番地 
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滋賀県緊急時モニタリング計画 

 

１ 目的 

 (1) 計画の目的 

本計画は、滋賀県（以下「県」という。）が原子力災害対策指針および滋

賀県地域防災計画（原子力災害対策編）（以下「県防災計画」という。）等に

基づき、原子力災害時における緊急時モニタリング体制の整備および緊急

時モニタリングの実施に関して定めたものであり、原子力規制委員会（全面

緊急事態においては原子力災害対策本部。以下同じ。）の統括の下、関係機

関と連携し、迅速かつ効率的に緊急時モニタリングを実施することを目的

とする。 

 

 (2) 緊急時モニタリングの目的 

県は、原子力災害が発生した際には、原子力災害対策指針に則り、 

    ・原子力災害による環境放射線の状況に関する情報収集 

    ・運用上の介入レベル（以下「OIL」という。）に基づく防護措置の実施

の判断材料の提供 

    ・原子力災害による住民等と環境への放射線影響の評価材料の提供 

のため、緊急時モニタリングを実施することとする。 

 

２ 基本的事項 

 (1) 基本方針 

県は、県防災計画で定める「警戒事態」発生後、滋賀県緊急時モニタリン

グ本部（以下「県モニタリング本部」という。）を設置し、環境放射線モニ

タリングを実施する。 

国は、原子力災害対策指針で定める「施設敷地緊急事態」発生後、緊急時

モニタリングセンター（以下「EMC」という。）を設置し、原子力規制委員会、

原子力規制庁、関係省庁、県、福井県、その他都道府県、原子力事業者、関

係指定公共機関（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研究開

発法人日本原子力研究開発機構）等が、原子力規制委員会の統括の下で連携

して緊急時モニタリングを実施する。 

その際、県は、EMC に参画するとともに、EMC の指揮下で、県モニタリン

グ本部を県のモニタリング拠点として維持し、緊急時モニタリングを実施

する。 

緊急時モニタリングは、平常時から継続的に実施するもの（固定観測局）

と、原子力災害時に応急対策として実施するもの（可搬型モニタリングポス

ト等）により実施する。 
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(2) 本計画の適用範囲 

本計画の適用範囲は、次のとおりとする。 

ア 県の緊急時モニタリング体制の整備 

イ 県モニタリング本部の組織および運営 

ウ 警戒事態以降において県モニタリング本部が実施する環境放射線

モニタリング 

エ EMC の指揮下で県モニタリング本部が実施する緊急時モニタリン

グ 

 

 (3) 本計画と緊急時モニタリング実施計画との関係 

本計画は、県の緊急時モニタリング体制、関係機関の役割、指揮系統、そ

の他の緊急時モニタリングに関する基本的事項を定めたものであり、事故

の状況に応じたモニタリング実施項目や対象区域等は、原子力災害対策指

針およびその関係資料、本計画ならびに福井県および関係府県（原子力災害

対策特別措置法第７条第２項に定める関係周辺都道府県）の緊急時モニタ

リング計画等を参照して、原子力規制委員会が策定する緊急時モニタリン

グ実施計画で定められる。 

 

 (4) 滋賀県緊急時モニタリング実施要領の作成 

県は、緊急時モニタリングを迅速かつ効果的に実施するため、本計画を踏

まえ、あらかじめ具体的な実施内容・方法等を規定した滋賀県緊急時モニタ

リング実施要領（以下「実施要領」という。）を作成する。 

 

３ 緊急時モニタリング体制 

(1) 緊急時モニタリング体制 

県防災計画に基づく情報収集事態が発生した場合、原子力災害の発生に

備えて、防災危機管理局長は、固定観測局や原子力施設の稼働状況を確認し、

観測局に異常がある場合は修理等の対策を行う。 

県防災計画に基づく警戒事態が発生した場合以降、緊急時モニタリング

体制は、県防災計画に規定する動員体制に係る配備レベルに基づき、別表１

のとおりとする。 

 

(2) 県モニタリング本部の設置 

ア 県防災計画に基づく警戒事態発生後、防災危機管理監がモニタリング

体制配備を決定し、防災危機管理局長は県モニタリング本部を設置する。 

イ 県モニタリング本部は次の機関で構成される。 

 （ア） 県 

 （イ） 福井県内原子力事業者（日本原子力発電株式会社、関西電力株式
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会社、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構） 

ウ 県モニタリング本部の組織は別図１のとおりとし、「企画調整班」を県

防災危機管理局に、「分析班」を県衛生科学センターに、「大気班」、「飲料

水班」、「農作物班」、「畜産物班」、「水産物班」および「林産物班」を県庁

および関係地方機関担当課室に置く。「琵琶湖水班」は県庁および原子力

事業者が別途定めるところに置く。 

 

(3) EMC の設置 

ア 警戒事態発生後、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部

（以下「国の警戒本部」という。）は、立地県（福井県）の協力のもと、

EMC の設置準備を開始する。 

イ 施設敷地緊急事態発生後、原子力規制委員会は、EMC を設置する。この

際、県は、別途定めた要員を EMC に派遣する。 

ウ EMC は、次の機関で構成する。 

（ア） 国（原子力規制庁ほか） 

（イ） 福井県 

（ウ） 県 

（エ） 県以外の関係府県 

（オ） 福井県内原子力事業者（日本原子力発電株式会社、関西電力株式  

会社、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構） 

（カ） 関係指定公共機関 

（キ） 福井県外原子力事業者 

エ EMC の組織は別図１のとおりとし、「企画調整グループ」および「情報

収集管理グループ」を原子力災害が発生した地区の原子力防災センター

に置く。また、「測定分析担当」を、各府県測定分析拠点に置く。県モニ

タリング本部は、県内の活動拠点に置かれ、EMC に係る拠点（測定分析拠

点）の位置付けを併せ持つ。 

オ 原子力規制庁の担当者が EMC センター長を務める。ただし、原子力規制

庁の担当者が不在の時は、原子力規制庁上席放射線防災専門官（発災地区

担当）または福井県原子力環境監視センター所長が代行する。 

 

４ 緊急時モニタリング体制の整備 

 (1) モニタリング要員の動員体制の整備 

ア 県モニタリング本部のモニタリング要員は、実施要領において定める。 

イ 原子力規制委員会は、緊急時モニタリングの動員計画をあらかじめ定

めることとしており、県は、国と調整して、緊急時モニタリングの広域化

や長期化に備えた動員計画を、実施要領において定める。 
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 (2) モニタリング資機材の整備・維持管理 

ア 県は、モニタリングポスト、可搬型モニタリング資機材、大気モニタ、

環境試料分析装置、モニタリング情報共有システム、携帯電話等の通信機

器および防護用資機材（以下「モニタリング資機材」という。）の整備、

維持管理を行うとともに、操作の習熟に努める。 

イ 県は、毎年度、保有しているモニタリング資機材のリストを作成し、ま

たは作成したリストが最新の状態にあることを確認する。 

ウ 原子力規制委員会は、モニタリング資機材を整備することとしており、

県は、国と調整して、緊急時モニタリングの広域化や長期化に備えたモニ

タリング資機材の整備を図る。 

 

 (3) 緊急時モニタリングに必要な関連情報・資料の整備 

県は、空間線量率測定や環境試料（例：飲食物、陸水、土壌等）採取の候

補地点などの緊急時モニタリングを実施する上で必要な関連情報・資料に

ついては、可能な範囲で実施要領において定め、定期的に見直しを図る。 

 

 (4) 平常時における環境放射線モニタリングの実施 

県は、緊急時における原子力施設からの放射性物質または放射線の放出に

よる周辺環境への影響の評価に資する観点から、平常時から環境放射線モニ

タリングを適切に実施し、バックグラウンドデータを整理・保管しておく。 

ア 固定観測局による連続監視 

イ モニタリング車等による空間線量率の平常時測定結果の蓄積 

ウ 環境試料の平常時測定結果の蓄積 

 

 (5) 気象情報および大気中放射性物質の拡散計算に関する機器の整備・維持

管理 

県は、国、指定公共機関、原子力事業者と連携し、気象情報や大気中放射

性物質の拡散計算に関する機器の整備・維持管理を図るとともに、県内の気

象や大気中拡散の特性を整理・保管しておく。 

 

 (6) 関係機関との協力による緊急時モニタリング体制の整備 

ア 県は、平常時および緊急時モニタリングの実施に関し、上席放射線防災

専門官と定期的に協議を行い、密接な連携を図る。 

イ 県は、原子力規制委員会、原子力規制庁、関係省庁、県内関係市町、福

井県、関係周辺府県、原子力事業者、関係指定公共機関など緊急時モニタ

リング実施機関と平常時から定期的な連絡会、訓練および研修等を通じて

緊密な関係を図る。 

ウ 県は、緊急時モニタリング実施機関から派遣される要員等の受入体制を
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整備するとともに、広域にわたるモニタリングを機動的に展開することが

できる体制を整備する。 

 

５ 出動連絡 

 (1) 県モニタリング本部のモニタリング要員への出動連絡 

警戒事態発生後、防災危機管理局長は、県各部連絡責任者、各部連絡員を

通じ、県モニタリング本部のモニタリング要員関係先に対して出動の指示

を行う。 

 

(2) 指示・連絡の経路 

施設敷地緊急事態発生後、EMC の立上げと同時に、原子力規制委員会・内

閣府原子力事故合同対策本部（以下「国の事故対策本部」という。）は、動

員計画に基づき、県に対して要員の派遣および資機材の提供の要請を行う。 

県は、国の事故対策本部から要請があった場合に必要な協力を行う。 

 

６ 緊急時モニタリングに係る協力要請 

 (1) 県内市町に対する協力要請 

知事は、県内市町に対して、必要に応じて、緊急時モニタリングの実施の

ため、職員の派遣等必要な協力を要請する。 

 

 (2) 航空機モニタリングの要請 

県は、必要に応じて EMC センター長に航空機モニタリングの実施を要請す

る。 

 

 (3) 関係府県以外の県外都道府県、県外原子力事業者への協力要請 

EMC センター長は、関係府県以外の県外都道府県および県外原子力事業者

に対して、緊急時モニタリング要員等の支援が必要な場合には、国の事故対

策本部あるいは原子力災害対策本部に要請する。 

 

７ 緊急時モニタリングの実施 

 (1) 緊急時モニタリングの実施概要 

緊急事態における環境放射線モニタリングは、警戒事態における環境放

射線モニタリングと施設敷地緊急事態以降の緊急時モニタリングに大別さ

れ、さらに緊急時モニタリングは事故後の対応段階によって、初期モニタリ

ング、中期モニタリング、復旧期モニタリングに区分される。（別表１参照） 

各対応段階に応じて、OIL に基づく防護措置の実施の判断材料のため、固

定観測局による監視を強化するとともに、固定観測局を補完するため可搬

型モニタリングポスト、モニタリング車等を活用して空間線量率を測定す
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るほか、飲食物の摂取制限や周辺環境に対する全般的影響の評価・確認、人

体の被ばく評価のため環境試料中の放射性核種濃度を測定する。 

  

(2) 警戒事態における環境放射線モニタリング 

警戒事態における環境放射線モニタリングは、施設敷地緊急事態に陥っ

た際に迅速に緊急時モニタリングに移行するためのモニタリングであり、

警戒事態発生後、県モニタリング本部を設置し、速やかに開始する。 

ア 平常時モニタリング（固定観測局）の監視強化 

大気班は、固定観測局の稼働状況を確認するとともに空間線量率およ

び気象観測の監視を強化する。 

なお、故障、被災等により監視することができなくなった固定観測局に

は、可搬型モニタリングポストを設置し、空間線量率の連続測定を行う。 

イ 大気中の放射性物質濃度の測定準備 

企画調整班は、大気モニタの起動準備を行う。 

ウ 環境試料の放射性核種濃度の測定 

県モニタリング本部長は必要に応じ、環境試料の放射性核種濃度の測定

を企画調整班に指示する。 

 

(3) 施設敷地緊急事態における初期モニタリング 

初期モニタリングは、原子力発電所からの放射線や放射性物質の放出に

よる周辺環境への影響を把握するとともに、OIL に照らし合わせて防護措置

の実施に関する判断材料を提供するためのモニタリングであり、施設敷地

緊急事態発生後 EMC によって速やかに開始される。 

原子力規制委員会が定める緊急時モニタリング実施計画に基づき、EMC の

企画調整グループは詳細な実施内容を定め、これに従い「県モニタリング本

部」は EMC の測定分析グループの一員として、県内の緊急時モニタリングを

実施する。 

なお、その場合にあっても本県の地域特性を考慮して、必要に応じて県モ

ニタリング本部長の指示に基づいたモニタリングも実施する。 

ア UPZ を中心とした空間線量率の監視強化 

固定観測局、可搬型モニタリングポストで事態の進展を把握するための

モニタリングを行う。 

イ 大気中の放射性物質濃度の測定 

原子力発電所の状況に応じて、緊急時モニタリング実施計画に基づき、

大気モニタを起動させる。 

ウ 環境試料の放射性核種濃度の測定 

県モニタリング本部長は必要に応じ、環境試料の放射性核種濃度の測

定を企画調整班に指示する。 
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(4) 全面緊急事態における初期モニタリング 

原子力規制委員会は、事故の進展等に応じて緊急時モニタリング実施計

画を改訂し、当該計画に基づき、県モニタリング本部は、施設敷地緊急事態

における初期モニタリングを継続するとともに、以下の優先順位でモニタ

リングを拡大する。 

なお、その場合にあっても本県の地域特性を考慮して、必要に応じて県モ

ニタリング本部長の指示に基づいたモニタリングも実施する。 

  ア UPZ を中心とした空間線量率の監視強化 

固定観測局、可搬型モニタリングポスト、モニタリング車等で OIL に 

基づく防護措置実施の判断材料提供のためのモニタリングを行う。 

イ 大気中の放射性物質濃度の測定 

大気モニタで大気中の放射性物質の状況を把握するためのモニタリン

グを行う。 

ウ 放射性物質の放出により影響を受けた環境試料中の放射性核種濃度の

測定 

(ア) 飲料水中の放射性核種濃度の測定 

飲料水への放射性物質の影響を把握するため、放射性物質の放出が

確認された場合には、UPZ 内にある水源から供給される飲料水を採取

し、原則としてゲルマニウム半導体検出器で測定する。 

(イ) 0.5μSv/h を超える地域における飲食物中の放射性核種濃度の測定 

空間線量率の測定結果が 0.5μSv/h を超える地域においては、飲料

水、収穫時期にある露地野菜（特に葉菜）および牛乳等当該地域で生

産された飲食物等を採取し、原則としてゲルマニウム半導体検出器で

測定する。 

(ウ) 土壌中の放射性核種濃度の測定 

空間線量率の測定結果が 20μSv/h を超えるモニタリングポスト等

の設置地点近辺の土壌を採取し、原則としてゲルマニウム半導体検出

器で測定する。 

エ 広範囲な周辺環境における空間線量率および放射性核種濃度の測定 

 (ア) 空間線量率の測定 

県モニタリング本部は、国等の協力を得て、UPZ 外であっても、空

間線量率が 0.5μSv/h を超えるおそれがあると予測される場合は、モ

ニタリング範囲を拡大して、可搬型モニタリングポストを設置すると

ともに、モニタリング車等による走行サーベイを実施する。 

(イ) 放射性核種濃度の測定 

県モニタリング本部は、国等の協力を得て、UPZ 外であっても空間

線量率が 0.5μSv/h を超えた場合には、飲料水、収穫時期にある露地

-108-



8 
 

野菜（特に葉菜）および牛乳等の環境試料の採取範囲を UPZ 外に拡大

し放射性核種濃度を測定する。 

(ウ) 航空機によるモニタリング 

国は、航空機により空間線量率および放射性物質の沈着状況を広範

囲に調査し、放射線量等の分布地図を作成する。 

 

 (5) 中期モニタリング 

中期モニタリングは、中期対応段階において実施する。その結果を放射性

物質または放射線の周辺環境に対する全般的影響の評価・確認、人体への被

ばく評価、各種防護措置の実施・解除の判断、風評対策等に用いる。 

中期モニタリングでは、初期モニタリング項目のモニタリングを充実さ

せるとともに、住民等の被ばく線量を推定する。 

ア 空間線量率の監視継続 

県モニタリング本部は、固定観測局、可搬型モニタリングポストおよび

モニタリング車等による監視を継続し、空間線量率の変動を確実に把握

する。 

イ 放射性核種濃度測定の強化 

県モニタリング本部は、平常時モニタリングで対象としている試料を

含む多種類の環境試料について、測定対象とする核種を増やすなど、より

詳細な放射性核種濃度をゲルマニウム半導体検出器等で測定する。 

 

 (6) 復旧期モニタリング 

復旧期モニタリングは、避難区域の見直し等の判断、被ばく線量を管理す

るための方策の決定、現在および将来の被ばく線量の推定等に用いるもの

であり、空間線量率および放射性物質濃度の経時的な変化を継続的に把握

する。 

復旧期モニタリングは、初期および中期のモニタリングの結果、発災原子

力発電所事故形態および復旧状況を踏まえ、計画を策定する。 

 

８ EMC の運営等 

(1) EMC の指揮系統 

  EMC から県モニタリング本部等の緊急時モニタリング実施機関への指揮

系統は、別図２のとおりとする。 

 

 

(2) EMC における意思決定 

次の事項については、EMC 企画調整グループにおいて原案を作成し、EMC

センター長およびセンター長補佐が協議して、EMC 内での意思決定を行う。 
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ア 緊急時モニタリング結果に対する技術的考察 

イ 放射性物質の放出情報や気象情報に基づく影響の予測 

ウ 緊急時モニタリング実施計画の改訂の提案 

エ その他緊急時モニタリングに関する重要事項 

 

(3) 緊急時モニタリング実施計画の改訂の提案 

緊急時モニタリング実施計画は施設敷地緊急事態発生後に国の事故対策

本部によって策定され、事故の進展等に応じて改訂される。 

EMC は、事故の状況や緊急時モニタリング結果等を踏まえ、適宜改訂につ

いて、原子力災害対策本部に提案する。 

 

９ モニタリング結果の取扱い 

 (1) 固定観測局 

平常時から連続測定を行い、測定結果をリアルタイムで公表している固

定観測局については、緊急時もリアルタイムで測定結果を公表する。 

 

 (2) その他の資機材 

可搬型モニタリングポスト、モニタリング車、ゲルマニウム半導体検出器

等（以下「可搬型モニタリングポスト等」という。）平常時モニタリングと

の連続性が無い手段で得られた結果の取扱いについては、以下とする。 

ア  モニタリング結果の妥当性の確認 

可搬型モニタリングポスト等によるモニタリング結果については、EMC

（警戒事態においては県モニタリング本部）に集め、測定方法や機器異常

の有無などを観点とした確認を行い、必要に応じて技術的考察を加える。 

EMC は、モニタリング結果の妥当性を確認し、不適切な測定、不適切な

処理、機器異常等による不適切なものを排除する。 

  イ  モニタリング結果の公表 

（ア）EMC 設置前におけるモニタリング結果の公表 

可搬型モニタリングポスト等によるモニタリング結果について、ホ

ームページ等で住民等に必要な情報が確実に伝わるよう考慮し公表す

る。 

（イ）EMC 設置後におけるモニタリング結果の公表 

国の事故対策本部または原子力災害対策本部は、EMC から報告を受け

たモニタリング結果を一元的に評価し、関係機関に連絡するとともに、

ホームページ等で速やかに公表する。 

滋賀県災害対策本部は、国からの連絡を受け、国が評価した結果を必

要に応じてホームページ等で公表する。 

また、公表の際には、住民等にとって分かりやすい公表となるよう国
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と必要な調整を行う。 

 

10 モニタリング要員の被ばく管理等 

 (1) 被ばく管理方法 

ア 県は、EMC に派遣する県の要員を含めた県モニタリング本部要員の被ば

く線量を記録する。 

特に、現地で活動するモニタリング要員には個人被ばく線量計を配布

し、活動期間中の被ばく線量を記録する。 

イ EMC 企画調整グループは、県モニタリング本部など EMC の指揮下の組織

における被ばく管理状況を一元的に取りまとめる。 

 

 (2) 管理基準 

   モニタリング要員の活動期間中の外部被ばくの管理基準値等は、実施要

領で定め、その値を超えたとき、または超えるおそれのあるときは、直ちに

活動を中止する。 

 

 (3) モニタリング要員の防護措置 

ア EMC 設置前 

(ア) 県モニタリング本部長は、放射性物質による汚染またはそのおそれ

がある場所においてモニタリング活動を行う要員に対して、出動時に

防護服、防護マスク等の着用を指示する。 

(イ) 県モニタリング本部長は、放射性ヨウ素の放出またはそのおそれが

ある場所においてモニタリング活動を行う要員に対して、ヨウ素剤を

携行させる。 

イ EMC 設置後 

   (ア) EMC センター長は、放射性物質による汚染またはそのおそれがある場

所においてモニタリング活動を行う県の要員に対して、県と調整の上、

出動時に防護服、防護マスク等の着用を指示する。 

   (イ) EMC センター長は、放射性ヨウ素の放出またはそのおそれがある場所

においてモニタリング活動を行う要員に対して、ヨウ素剤を携行させ

る。 

 

11 その他 

  中期モニタリングや復旧期モニタリングなど原子力災害対策指針において

「今後、原子力規制委員会で検討を行うべき課題」とされている事項について

は、今後の検討結果を踏まえ、適宜本計画の見直しを行う。 
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緊急事態区分 県の体制 

 
緊急時モニタリング 

体制（国） 

モニタリ

ングの区

分 

緊急時モニタリング 

（環境放射線モニタリング） 

実施内容 

 

防護措置等 緊急時モニタリング 

体制 
 

情報収集事態 

・災害警戒体制に準じた体制 

 （防災危機管理局） 

・災害警戒本部への移行準

備 

（災害警戒体制に準じた

体制） 

（原子力規制委員会・

内閣府合同情報連絡

室） 

（原子力規制委員会・

内閣府原子力事故合

同現地情報連絡室） 

平
常
時
□
□
□
□
□
□ 

・平常時モニタリングの継続 

  モニタリングポスト確認 

  機器に異常がある場合には修理等 

    

警戒事態 

・災害警戒本部設置 

・災害警戒地方本部設置 

滋賀県緊急時モニタリン

グ本部の設置 

緊急時モニタリング 

センターの設置準備 

・平常時モニタリングの強化 

  モニタリングポスト確認 

  機器に異常がある場合には修理等 

・大気モニタの起動準備 

・緊急時モニタリングセンター立ち上げ準備 

および緊急時モニタリングの準備（国） 

  ・一時滞在者への帰宅呼びかけ 

施設敷地緊急事態 

・災害対策本部設置 

・災害対策地方本部設置 

・オフサイトセンターへの職員   

派遣 

緊急時モニタリングセンタ

ーの指揮下で、滋賀県緊

急時モニタリング本部が

活動継続 

緊急時モニタリング 

センターの設置 

※滋賀県緊急時モニ

タリング本部は緊急時

モニタリングセンター

に職員を派遣。 

緊
急
時
□
□
□
□
□
□ 

・緊急時モニタリングの開始 

【施設敷地緊急事態における初期モニタリ

ング】 

・モニタリングポスト確認 

・大気モニタの起動 

  ・住民等への注意喚起 

・ＵＰＺ内屋内退避準備 

全面緊急事態 

【全面緊急事態における初期モニタリング】 

・大気モニタによる大気中の放射性物質の状

況把握 

・環境試料中放射性核種濃度測定 

・航空機モニタリング（国） 

・モニタリング車による測定 

 

・UPZ 内屋内退避 

・避難、スクリーニングポイント  

の準備 

・安定ヨウ素剤配布の準備 

放射性物質の放出 

 

・避難の実施 

・スクリーニングの実施 

・飲食物摂取制限の実施 

放出事象の収束 

【中期モニタリング】 

 ・空間線量率の監視継続 

 ・放射性核種濃度測定の強化 

 

【復旧期モニタリング】 

 ・空間線量率 

 ・放射性核種濃度の経時的変化把握 

  【中期対応段階】 

・周辺環境に対する全般的影響 

の評価・確認 

・人体への被ばく評価 

・各種防護措置の実施・解除 

・風評被害対策 

【復旧段階】 

・避難区域の見直し 

・被ばく線量の管理 

・現在および将来の被ばく線量 

推定 

別表１ 初動対応段階において県が採る措置 
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別図１ 滋賀県緊急時モニタリング本部および緊急時モニタリングセンターの組織 

 
（国）緊急時モニタリングセンター 

グループ 業務内容 

センター長 

（原子力規制庁） 

・緊急時モニタリングセンターの総括 

センター長補佐 

（福井県原子力環境監視セン

ター所長） 

（上席放射線防災専門官） 

・センター長の補佐 

・センター長不在の場合、センター長の代行 

企画調整グループ 

（構成） 

原子力規制庁、福井県、滋賀

県、関係府県（岐阜県または

京都府）、指定公共機関、県

外原子力事業者 

・モニタリング実施計画に基づく実施調整 

・モニタリング実施計画の改訂案作成 

・モニタリング結果の解析 

・放射性物質の拡散予測 

・住民の被ばく線量の解析 

・モニタリングセンター内およびモニタリング実施拠点

への情報提供 

・モニタリング要員、資機材等の確保 

情報収集管理グループ 

（構成） 

原子力規制庁、福井県、滋賀

県、関係府県（岐阜県または

京都府）指定公共機関、県外

原子力事業者 

・モニタリング結果の取りまとめ、妥当性の確認 

・各種情報の収集・整理 

・原子力災害対策本部等関係機関との連絡調整 

 

・緊急時モニタリングセンター（EMC）設置後、滋賀県モニタリング本部は、EMC の指揮

下で県内のモニタリング実施拠点として活動する。 

滋賀県緊急時モニタリング本部 

企画調整班 

分 

析 

班 

農
作
物
班 

飲
料
水
班 

大 

気 

班 

【大気班等（分析班を除く）の役割】 

・（緊急時モニタリングセンターからの指示を踏まえ）測定ま

たは試料採取項目および地点の選定 

・サンプリング 

・分析班への試料の搬入・引渡し 

・モニタリング車による測定（大気班のみ） 等 

 

【分析班の役割】 

・各班から搬入された検体の分析 

本部長 

【企画調整班の役割】 

・緊急時モニタリングセンターとの連

絡調整 

・各班モニタリング結果の集約 等 

 

畜
産
物
班 

水
産
物
班 

林
産
物
班 

琵
琶
湖
水
班 

職員派遣 

職員派遣 

（滋賀県駐在） 
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別図２ 滋賀県緊急時モニタリング本部および緊急時モニタリングセンターの指揮命令系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国）原子力災害対策本部 

 
 

 

滋賀県災害対策（警戒）本部 

 
 

（国）緊急時モニタリング 

センター 
 
 

滋賀県緊急時モニタリング 

本部 

 

 

  

・測定結果報告 

 

・測定結果報告 
・動員要請 

 避難指示等 

 

・警戒事態における環境放射線モニ

タリングの実施指示 

 

・測定結果報告 
 （緊急時モニタリング測定結果 
  を含む） 

 

・緊急時モニタリ

ング実施計画 

・緊急時モニタリング

実施指示 
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第１章 総則 

１ 計画の根拠 

この計画は、滋賀県地域防災計画（原子力災害対策編）第２章－第７節－

第１－２「広域避難計画の策定」の規定に基づき策定する。 

 

２ 基本方針 

（１）原子力事業所から放射性物質が放出された後、避難対象区域となった地

域の住民について、ＯＩＬ１に基づく避難またはＯＩＬ２に基づく一時移

転を実施することを前提とするとともに、事態の規模、時間的な推移に応

じて、放射性物質放出前に予防的避難を実施する可能性も考慮する。 

（２）地域コミュニティの維持に着目し、同一地区の住民の避難先は同一地域

に確保するよう努める。 

（３）災害の状況に応じて避難先を選択できるよう、複数の選択肢を準備す

る。 

（４）緊急時に住民がパニックを起こし、不要不急の避難行動をとることがな

いよう、平常時におけるリスクコミュニケーションを重視するとともに、

緊急時には、住民に対して的確な情報提供を行うことができるよう準備す

る。 

（５）感染流行下での防護措置については、内閣府通知「新型コロナウイルス

感染拡大を踏まえた感染症の流行下での原子力災害時における防護措置の

実施ガイドライン」を踏まえ対応する。 

 

第２章 広域避難、屋内退避等の防護措置 

１ 防護措置を行う対象地域および人口 

（１）対象地域 

滋賀県地域防災計画（原子力災害対策編）（以下「地域防災計画」とい

う。）に規定する原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の範囲（以下

「ＵＰＺ」という。）とする。 

 

 

 

 

 

ＵＰＺを包含する市は、長浜市および高島市（以下「関係周辺市」とい

う。）である。 

 

※ＵＰＺ：原子力災害対策指針において示されている原子力発電所に係る原子力

災害対策重点区域の範囲のＵＰＺの目安の距離（原子力施設から概ね

30km）や滋賀県が独自に行った放射性物質拡散予測シミュレーション結

果の屋内退避が必要なレベルの線量となった区域を踏まえ、総合的に勘

案して定めたもの（地域防災計画 第 1章第 6節） 
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（２）対象人口 

   長浜市：２３，２０１人、高島市：２５，８０７人 

※住民基本台帳人口（令和６年４月１日現在）に基づく対象区域の人口 

 

２ 広域避難の基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 避難用バスは、一時集合場所～避難中継所、避難中継所～拠点避難所を

分けて、それぞれにピストン輸送を実施する。 

 

（１）避難の単位 

国による避難指示が小学校区単位で行われることを前提に、避難行動は

自治会区単位で行うことを原則とする。 

ただし、県および避難対象区域を含む市町は、必要に応じ協議を行い、

避難行動の単位を変更することができるものとする。 

 

（２）避難元地域から避難中継所への移動 

① 避難を要する地区の住民は、避難対象区域を含む市町の指示に基づき、あ

らかじめ定められた一時集合場所から避難用バスにより避難中継所に移動

する。 

ただし、地域の状況や時間的制約等により一時集合場所に移動すること

が不適当または困難な住民は、自家用車で避難中継所に移動する。 

② 自家用車で移動した住民は、避難中継所近辺に用意する自家用車一時保

管場所に車両を一時保管する。 

 

（県外避難時は可能な限り設置、 
 県内は必要に応じて） 

避難先地域 
UPZ 近傍 

（避難経路上） 避難元地域 

バス 

避 

難 
中 

継 

所 

スクリーニング・除染の実施 
自家用車の一時保管 

避難所 
拠点避難所 

バス・徒歩

避難所 

バス 

避難所 

原則 
例外 

住民 

徒歩等 
一時集合場所 

自家用車等 

避難所 
バス 

自家用車等 
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（３）避難中継所から避難所（または拠点避難所）への移動 

避難者は、避難中継所でスクリーニングを受け、必要に応じ除染を行った

上で、あらかじめ定めた避難所（または拠点避難所）に避難用バスで移動す

る。 

 

（４）拠点避難所～避難所 

   拠点避難所を設けた避難先市町村は、拠点避難所に到着した避難者を、

各避難所に移送する。 

 

（５）家庭動物との同行避難 

県は、災害の実態に応じて、市町と連携し飼い主による家庭動物との同行

避難について配慮するものとするが、具体的な対応については、今後の検討

課題とする。 

 

３ 県域を越える広域連携および段階的避難の実施 

  原子力災害発生時には、全面緊急事態（県地域防災計画（原子力災害対策

編）の緊急事態区分を参照のこと。）となった時点で、ＰＡＺ（原子力事業

所から約５ｋｍ圏）内の住民等に避難指示が出され、ＵＰＺ内の住民には屋

内退避の指示が出されることとなる。 

  その後、事態の進展に応じ、放射性物質が放出された場合には、緊急時モ

ニタリングを実施し、ＯＩＬに基づき避難区域が特定されていくこととなる

が、いずれの場合も県外からの避難者が滋賀県内を通過することを想定して

おく必要がある。 

  このことを踏まえ、県は、県域を越えた広域連携を図るとともに、特にＵ

ＰＺ内の避難に際して、不要な混乱を避けるため、段階的避難を実施するた

めの方法等について、国および福井エリアの関係府県と関西広域連合が参画

している「福井エリア地域原子力防災協議会」の場において検討・調整を行

う。 

 

  ※地域原子力防災協議会：国が、原子力発電所の所在する地域毎に設置す

る、道府県や市町村が作成する地域防災計画・避難計画等の具体化・充

実化を支援し、課題解決を図るためのワーキングチーム 

 

※福井エリア地域原子力防災協議会構成員： 

国関係府省庁、福井県、京都府、滋賀県等 
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４ 避難先 

（１）緊急時における避難先の決定方針 

 ① 県は、市町の区域を越えて避難を行う必要が生じた場合は、県内他の市

町への受入れについて優先的に協議することとし、複合災害などにより県

内での受入れが困難と判断した場合または受入施設が不足する場合に、他

府県と避難受入れの協議を行う。 

 ② 県は、他府県に避難受入れを要請する場合、災害の状況や緊急時モニタ

リング結果等を基に、総合的に判断し、要請を行う府県を決定する。 

 ③ 県が避難先を検討するに当たっては、避難対象区域を含む市町と連携を

密にするほか、国や関西広域連合等関係機関に対して助言を求めるものと

する。 

 

（２）県内他の市町への避難 

 ① 県は、避難対象区域を含む市町から県内他の市町への避難について協議

要請があった場合、大津市、草津市、甲賀市および東近江市を中心に協議

を行い、状況に応じて他の市町にも協力を求める。 

 ② 県は、避難先となる市町に対して、収容施設の供与およびその他の災害

救助の実施に協力するよう指示する。また、この場合、県は避難先の市町

と協議の上、避難対象区域を含む市町に対して避難所となる施設を示す。 

 ③ 避難対象区域を含む市町は、県が示した避難所施設の一覧をもとに、県

および避難先の市町と連携して、各避難所への避難住民の割り振りを行

い、県はその結果を避難先市町に連絡する。 

   なお、避難住民の割り振りを行うに当たっては、地域コミュニティの維

持に十分配慮するものとする。 

 ④ 関係周辺市は、県と連携し、平常時から避難先として想定する市町と協

議を行い、あらかじめ避難計画に、避難単位ごとの集合場所や避難先、避

難経路等必要な事項を定めておくものとする。 

⑤ 県内他の市町は、関係周辺市から避難計画作成に係る協議があった場合

は、広域避難の用に供する避難所の指定等について協力する。 

 

（３）他府県への避難 

【関西方面】 

 ① 県は、関西方面に避難する必要があると判断した場合、関西広域連合の

「原子力災害に係る広域避難ガイドライン」に基づき、大阪府に対して避

難の受入要請を行うとともに、その旨を関西広域連合に連絡する。 
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 ② 関係周辺市ごとの大阪府内受入市町村は以下のとおりとする。 

市 名 対象人口 避難先市町村名 

長浜市 23,201 人 大阪市 

（中河内地域） 

八尾市、柏原市、東大阪市 

（南河内地域） 

富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野

市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南

町、千早赤阪村 

（泉北地域） 

堺市、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町 

（泉南地域） 

岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪

南市、熊取町、田尻町、岬町 

高島市 25,807 人 大阪市（再掲） 

（豊能地域） 

豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町 

（三島地域） 

吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、島本町 

（北河内地域） 

守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真

市、四條畷市、交野市 

  ※避難先市町村ごとの個表は、【別添２】のとおり。 

 

 ③ 大阪府は、府内の避難先市町村が被災等のやむを得ない事情により、関

係周辺市の事前に定めた受入可能人数の受入れができないと認めるとき

は、府内市町村およびカウンターパート県である和歌山県と調整を行い、

避難元である県の意見を聴取した上で、受入れの割当てを見直す。 

④ 県は、③に規定する意見聴取に対しては、関係周辺市と連携して、「地域

コミュニティの維持」という観点から意見を述べる。 

⑤ 大阪府は、必要な調整を行っても、府内市町村および和歌山県内で受入

れを行うことができないと認めるときは、直ちに避難元である県および関

西広域連合に連絡する。 

⑥ 県は、⑤に規定する連絡を受けたときは、関西広域連合に改めて受入先

の調整を要請する。 
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⑦ 県は、関係周辺市以外の市町が避難対象区域となり、関西方面への避難

が必要となった場合には、関西広域連合に受入先の調整を要請する。 

 

【中部方面】 

県は、中部方面に避難する必要があると判断した場合、「災害時等の応援に

関する協定書（中部９県１市）」に基づき、応援要請を行う。 

 

５ 屋内退避 

（１）屋内退避の効果と必要性 

屋内退避は、住民等が比較的容易に採ることができる対策であり、放射性

物質の吸入抑制や放射線を遮へいすることにより被ばくの低減を図る防護

措置である。 

放射性プルームが到達した場合などには、一時的に空間線量率が極めて

高くなるおそれがあり、その際に避難行動等により外出していれば、無用な

被ばくをする危険性がある。そのため、屋内退避で放射性プルームをやり過

ごし、ＯＩＬに基づき必要な場合には、適切なタイミングで避難を行うこと

が無用な被ばくを避ける上で有効である。 

 

（２）屋内退避の実施 

住民は、原則自宅で屋内退避を実施する。 

勤務・通学する者または一時滞在者については、原則、帰宅することとす

るが、放射性物質が放出され、またはすぐにでも放出される危険性があるな

ど、帰宅途中等に被ばくするおそれがある場合は、勤務先、学校等、滞在施

設内等において屋内退避を実施する。 

関係周辺市は、自宅で屋内退避を実施することに対して不安を感じる住

民への対応として、屋内退避準備の段階で、公共施設等において受入準備を

行う。 

 

（３）大規模地震との複合災害時における屋内退避等の実施 

複合災害時には、多くの家屋が倒壊し、または多くの住民が屋内に留まる

ことを懸念すると思われることから、以下の対応を図る。 

① 地震により家屋が倒壊したり、倒壊するおそれがあるなど家屋で屋内退

避を実施することが困難である場合には、近隣の公共施設等において、屋

内退避を実施する。 
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② 屋内退避中に再度の地震等により被災が更に激しくなるなど、屋内退避

の継続が困難である場合は、屋内退避が不要である地域の避難所等へ移動

を行う。 

 

 

第３章 避難手段および避難経路 

１ 避難手段 

（１）原則 

① 避難の実施に当たっては、原則として、バス等の公共輸送手段を活用する。 

② バスの活用に当たっては、車両の有効活用および車両のスクリーニン

グ・除染の手間を省くため、避難中継所を境に、避難元地域からの移送

と、避難先地域への移送を分けて、それぞれ異なるバスでピストン運行す

るものとする。 

 ③ 県は、複合災害により道路が寸断され、船舶による移送が必要となった

場合、「災害時における人員や物資等の輸送に必要な客船等の応援に関す

る協定書」に基づき、協定の相手方である船舶会社に対して応援を要請す

る。 

④ 県は、その他必要に応じ、災害対策基本法第 86 条の 14 に基づき、指定

公共機関または指定地方公共機関に対し、避難者の輸送を要請するほか、

国、避難先府県、関西広域連合に対し、鉄道、船舶等も含め、輸送手段の

確保の調整を要請する。 

⑤ 本県はＪＲ等鉄道の利便性が高い地域であることから、県は、今後、鉄

道による避難者輸送に係る課題等について検討を行い、この計画に反映し

ていくものとする。 

また、必要に応じて鉄道事業者に協力を求めていくものとする。 

 

（２）自家用車利用の抑制および事前の周知 

① 自家用車による避難については、交通渋滞のほか、駐車場の確保、交通

事故の懸念、給油の問題、避難経路見失いによる迷走など様々な懸案事項

があることから、自家用車の利用は、ＯＩＬ１に基づく即時避難等、時間

的制約によりやむを得ない場合や、要配慮者（高齢者、障害者、外国人、

乳幼児、妊産婦、傷病者、入院患者等をいう。以下同じ。）のうち、自家

用車で移動することが最も合理的と認められる者の場合などに限るものと

する。 

② 県および関係周辺市は、①に掲げる自家用車利用に関する懸案事項を踏

まえ、原子力災害においてはバスによる避難を原則とすること、やむを得
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ず自家用車を使用する場合は、できる限り乗り合わせること等について、

平常時から住民に周知するものとすることで不要な自家用車利用の抑制を

図る。 

③ 関係周辺市は、自家用車で避難する場合も、必ず避難中継所を経由する

こと、自家用車は避難中継所周辺に確保する一時保管場所に一時保管し、

避難中継所から先への移動については、原則として避難用バスに乗り換え

ることについて、平常時から住民に周知するものとする。 

 

（３）自家用車一時保管場所の確保 

   県および関係周辺市は、避難中継所近辺で自家用車の一時保管場所とし

て利用できる土地について、あらかじめ調査し、その確保に努める。 

 

（４）避難用バスの確保 

① 避難用バスは、原則として、県および避難対象区域を含む市町が連携して

確保する。 

② 県は、緊急時に避難用バスが不足する場合には、本章１－（１）―④に基

づき、避難用バスの確保を要請する。 

③ 県および関係周辺市は、指定公共機関、指定地方公共機関等と協議し、緊

急時における避難手段の確保手順や費用負担、運転手等の被ばく線量の管

理の目安等について、あらかじめ協定等の取り決めを行うよう努める。 

④ 県は、運転手等の被ばく線量管理の目安を超える被ばくが予想される場

合等、車両のみ確保でき、運転手の確保ができない場合を想定し、国が自衛

隊等から運転手を派遣する仕組みをあらかじめ設けるよう、関西広域連合

や関係府県と連携して、「福井エリア地域原子力防災協議会」の場等を活用

し、国に要請する。 

⑤ 県は、一時集合場所の駐車できる空間が狭い等の場合は、避難用バスの集

結場所を避難対象区域の近隣に確保するよう努める。 

 

２ 避難経路 

（１）原則 

① 住民避難に当たっては、高速道路、幹線道路を中心にあらかじめ設定し

た避難経路で避難することとし、避難経路は必ず避難中継所を経由するも

のとする。 

 ② 県は、関係周辺市が避難計画に避難経路を設定するための基本となる主

な避難経路を設定するものとし、その設定に当たっては、避難時間推計

（ＥＴＥ）の実施結果を踏まえるとともに、県警察、道路管理者と協議す
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るほか、避難先府県内については、避難先府県・市町村の意見も聴取す

る。 

 

（２）県内他の市町への避難経路 

 ① 県があらかじめ定める主な避難経路は、【別添１】のとおりとする。 

② 関係周辺市は、【別添１】の主な避難経路をもとに、それぞれの避難計

画において避難行動の最小単位である自治会区ごとに避難経路を設定す

る。 

 

（３）他府県への主な避難経路 

 ① 関西方面への避難は、高速道路を活用することを基本として、主な避難

経路は次のとおりとする。 

   なお、大阪府内における避難経路は、別添２「個票」による。 

 

   【長浜市】 

 北陸自動車道→名神高速道路→京滋バイパス 

  ※北陸自動車道木之本ＩＣおよび長浜ＩＣの利用は、避難用バス

に限るものとし、自家用車は、国道 8号等により避難中継所に

向かうものとする。 

   【高島市】 

国道 367 号→国道 303 号→国道 161 号→名神高速道路 

 

 ② 中部方面への避難経路は、中部方面への避難を実施することを決定した

段階で、県が関係周辺市および受入先となる県・市の意見を聴取した上

で、高速道路および主要国道を中心に検討し、県警察および道路管理者等

と協議の上、決定する。 

   県は、決定した避難経路を関係周辺市に連絡するものとする。 

 

（４）災害時における避難経路の再調整 

   県および避難対象区域を含む市町は、避難指示の発令が見込まれる段階

で、事態の進展、避難を要する区域の範囲、道路状況等を勘案し、県警察

および道路管理者と協議の上、実際の避難経路を決定する。 

   県外へ避難する必要がある場合には、県は、県外における避難経路につ

いて、あらかじめ避難先府県の意見を聴取する。 
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   また、県は、決定した避難経路を避難先となる県内市町または府県に対

して連絡するとともに、県内他の市町に対して、避難対象区域、避難先、

避難経路等の情報を提供する。 

 

３ 交通対策 

県警察は、避難対象区域を含む市町等が避難の指示を行ったときは、当該

避難が円滑に行われるよう、必要な交通対策を講じる。 

 

 

第４章 スクリーニングおよび除染の実施体制（避難中継所の設置） 

１ 原則 

  県は、身体除染、被ばく抑制および汚染拡大防止を目的として、ＵＰＺ近

傍の避難経路上に避難中継所を設置し、原子力事業者と連携し、国の協力を

得ながら、指定公共機関の支援のもと、避難住民等のスクリーニングおよび

除染を実施する。 

 

２ 避難中継所の設置 

（１）県は、関係機関の協力のもと、避難開始までに、ＵＰＺ近傍の避難経路

上に、スクリーニングおよび除染等を行うための避難中継所を設置する。 

 

（２）県は、事態の進展により増加する避難者を長時間滞留させることなく確

実にスクリーニングを実施するため、避難中継所に十分なスクリーニング

ブースを配置するほか、状況に応じ、避難中継所を増設する。 

 

（３）県は、避難中継所を増設する場合、予定していた避難中継所が使用でき

ない場合またはＵＰＺ外の市町で避難が必要となった場合等を想定して、

十分な数の候補場所が確保できるよう、継続的に検討を行い、この計画に

反映していくものとする。 

 

（４）県は、避難中継所の選定に当たっては以下の条件を考慮する。 

・面積（バスの乗換場所となることから大型バスの駐車・行き交いができ

る空間を確保できること、避難中継所およびその近隣で、自家用車の一

時保管場所を確保できること） 

・設備（スクリーニングおよび除染を行うために必要な設備を備えている

こと、避難者の休憩場所およびトイレを確保できること） 
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（５）ＵＰＺ内の住民が避難する場合の避難中継所の候補場所は、次のとおり

とし、状況に応じて必要数設置する。 

名   称 所 在 地 

湖北体育館 長浜市湖北町速水 1210 

北陸自動車道長浜インターチェンジ 長浜市口分田町古田 548 

長浜バイオ大学ドーム 

（滋賀県立長浜ドーム） 

長浜市田村町 1320 

高島市今津総合運動公園 高島市今津町日置前 3110 

高島市立朽木中学校 高島市朽木市場 1055 

新旭体育館・武道館 高島市新旭町旭 818 

道の駅藤樹の里あどがわ・安曇川図書館 高島市安曇川町青柳 1162-1 

高島Ｂ＆Ｇ海洋センター 高島市宮野 1516 

  ※長浜インターチェンジについては、屋内施設がないことから、近傍の屋

内施設の活用についても検討する。 

 

３ 実施体制の整備 

（１）県は、スクリーニングおよび除染の実施に要する人員体制や実施手順に

ついて、あらかじめマニュアルを定めるとともに、必要な資機材の整備を

進める。 

 

（２）県は、緊急時にスクリーニングおよび除染の実施に必要な人員・資機材

が不足することを想定し、国、他府県、関西広域連合、放射線技師会等と

連携し、必要な支援体制の整備に努める。 

 

４ スクリーニング実施結果を示す書類の発行 

県は、スクリーニングおよび除染の結果、汚染のないことが確認できた者に

ついてスクリーニング済証を発行するとともに、当該スクリーニングおよび除

染に関する記録票を作成し、県の責任で適切に保管する。 

記録票の様式をはじめ、手続の詳細については、別に定めるマニュアルに

よるものとする。 
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第５章 安定ヨウ素剤の服用体制の整備 

１ 原則 

  県は、関係周辺市と連携し、避難指示と併せて安定ヨウ素剤の配布・服用

指示が出た場合に、速やかに対応することができるよう、適切な場所に安定

ヨウ素剤を備蓄する。 

 

２ 備蓄場所 

  ＵＰＺ内への配布を前提とした安定ヨウ素剤の備蓄場所は以下のとおりと

する。 

（１）県の施設 

名   称 所 在 地 

湖北健康福祉事務所（長浜保健

所） 

長浜市平方町 1152-2 

高島健康福祉事務所（高島保健

所） 

高島市今津町今津 448-45 

伊香高等学校 長浜市木之本町木之本 251 

高島高等学校 高島市今津町今津 1936 

   

（２）関係周辺市の施設 

① 市役所 

 ② 市が指定する一時集合場所 

 ③ ＵＰＺ内の小中学校、保育所、幼稚園等 

     ※一時集合場所に指定されている学校については、避難住民への配

布分を含む。 

 

（３）医療機関 

 ① 原子力災害拠点病院 

名   称 所 在 地 

長浜赤十字病院 長浜市宮前町 14-7 

 

② 原子力災害医療協力機関 

名   称 所 在 地 

市立長浜病院 長浜市大戌亥町 313 

長浜市立湖北病院 長浜市木之本町黒田 1221 

高島市民病院 高島市勝野 1667 
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３ 配布場所 

  緊急時における安定ヨウ素剤の配布場所は以下のとおりとする。 

（１）県の施設における備蓄分 

 ① 湖北健康福祉事務所（長浜保健所）（防災業務関係者への配布） 

 ② 高島健康福祉事務所（高島保健所）（防災業務関係者への配布） 

③ 避難中継所（スクリーニング場所での服用確認および未服用者への配布） 

④ ＵＰＺ内の県立高校（避難時の生徒・教職員への配布） 

 

（２）関係周辺市の施設における備蓄分 

 ① 市役所（避難時の配布、一時滞在者への配布、防災業務関係者への配布） 

② 一時集合場所（避難時の住民への配布） 

③ ＵＰＺ内の小中学校、保育所、幼稚園等（避難時の児童・生徒、教職員

等への配布） 

 

（３）医療機関における備蓄分 

① 原子力災害拠点病院（入院患者、被ばく患者への配布） 

長浜赤十字病院 

 

② 原子力災害医療協力機関（入院患者、被ばく患者への配布） 

     市立長浜病院 

     長浜市立湖北病院 

     高島市民病院 

 

４ 緊急時における配布および服用の手順 

（１）県は、緊急時における安定ヨウ素剤配布のための手続き等について、あ

らかじめマニュアルを定めるものとする。 

 

（２）県は、緊急時における配布および服用を迅速に実施するためには、ＰＡ

Ｚにおける事前配布の場合と同様に、住民の既往症等の事前確認が不可欠

と考えることから、その手続きの具体化および必要な財源措置について、

国に要請していく。 
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第６章 避難所の設置運営 

１ 避難所の設置運営 

（１）避難所の開設は、避難の受入要請を踏まえて、避難先市町村が行う。 

   避難先市町村は、避難先府県等と連携し、「原子力災害発生時等におけ

る避難者の受入れに係る指針」（内閣府：平成 28 年３月）を参考に、避難

所の開設、運営などの具体的な手順を定めたマニュアル等を作成するよう

努める。 

 

（２）避難所の運営は、開設当初については避難先市町村が行い、可能な限り

早期に、避難元の市町や避難住民、ボランティア等による運営に移行す

る。 

 

（３）避難所の施設管理は、避難所の運営体制にかかわらず、施設管理者が継

続して行う。 

 

２ 拠点避難所の設置 

（１）避難先市町村は、各避難所への移送を行う拠点として、拠点避難所を設

置することができる。 

   なお、県は地理的に不案内かつ遠距離の移動となる他府県への避難を円

滑に実施するため、他府県の避難先市町村に対しては、可能な限り拠点避

難所を設置するよう要請する。 

 

（２）拠点避難所から各避難所への避難住民の移動手段は、避難先市町村が

確保する。 

 

３ 避難所運営に必要な物資の確保 

広域避難を実施した場合、避難所における食糧・毛布等の必要物資につい

ては、県および避難対象区域を含む市町が迅速に確保する。 

その際、必要物資が不足する場合は、国、関西広域連合や関係事業者等に

要請するとともに、避難先自治体にも協力を求める。 

 

 

第７章 避難長期化への対応 

１ 二次避難への移行の進め方 

（１）県および避難対象区域を含む市町は、避難生活による避難者の負担、避難

所を提供する避難先自治体への影響等を考慮し、避難当初から二次避難
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先の確保に向けた検討を開始する。 

 

（２）県および避難対象区域を含む市町は、避難先自治体の協力を得て、二次避

難先の確保に当たり必要となる避難者数および世帯数の把握、各避難世帯

の意向把握に努める。 

 

（３）県および避難対象区域を含む市町は、可能な限り早期に二次避難先への移

行を進める。特に小中学校等の教育施設を避難所としている場合は、早期

移行に努める。 

 

２ 二次避難先の確保 

（１）二次避難先は県内で確保することとし、県および避難対象区域を含む市町

は必要に応じ、県内他の市町にも二次避難先の確保を要請する。 

 

（２）他府県に避難している場合で、災害の状況から県内での二次避難先の確保

が困難なとき、県および避難対象区域を含む市町は、避難先府県に対して、

二次避難先の確保を要請する。 

 

 

第８章 要配慮者の広域避難 

１ 基本的な考え方 

避難、とりわけ県域を越える広域避難については、長距離の移動が避けられ

ないため、避難行動自体がリスクとなる可能性を十分に考慮する必要がある。

特に要配慮者については、移動の困難性やリスクの程度等、それぞれの特性を

踏まえた広域避難計画を策定するとともに、避難しなかった場合に比べ、要配

慮者の健康リスクが高まることがないよう、避難に要する資機材や医療・看護

体制および安全な搬送手段が確保された後に避難を開始することを明示する

必要がある。 

 

２ 県の役割 

県は、地域防災計画第２章第７節第３「要配慮者の避難誘導・移送体制等の

整備」の規定に基づき、必要な支援等を行うとともに、特に広域避難の検討に

当たっては、医療機関や社会福祉施設における避難先施設の確保について、必

要な調整を行う。 
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３ 関西広域連合における考え方 

関西広域連合の「原子力災害に係る広域避難ガイドライン」における「避難

行動要支援者の広域避難」の基本パターンは次のとおりであり、要配慮者の特

性に応じて、①迅速な避難の実施、②移動によるリスクの軽減の双方の観点か

ら、広域避難先の調整・避難手段の確保など十分な準備を行う必要があるとさ

れている。 

 

a）社会福祉施設入所者・通所者 

 

 

 

※社会福祉施設通所者については、時間的に余裕のない場合等を除き、避難準

備指示等が発出された段階で通所施設から帰宅し、避難指示の発令後、自宅

等からの避難を行う。 

 

 

b）在宅要援護者 

 

 

 

 

※介助する家族等がいるかどうかで異なる扱いを検討する必要がある。 

※心身の状況により社会福祉施設等への緊急入所や医療機関への入院等の措置

が必要な在宅要援護者については、当該措置を講じる。 

 

 

c）医療機関等入院患者 

 

 

 

 

第９章 費用負担 

広域避難の受入れその他被災者支援に係る費用については、最終的に避難先

府県・市町村の負担とならないことを原則とする。今後、国に対し、原子力事

業者への求償方法の具体化や災害救助法の適用等国による費用負担のあり方

の具体化を求める。 

バス、福祉車両、自衛隊車両・ヘリ等
福祉避難所社会福祉施設

集合場所

在宅要援護者

車両、徒歩等 バス、福祉車両、自衛隊車両・ヘリ等

自家用車、救急車、自衛隊車両・ヘリ等

福祉避難所

バス、福祉車両、救急車、自衛隊車両・ヘリ等

避難先医療機関医療機関
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第 10 章 ＵＰＺ外の地域への対応 

ＵＰＺ外の地域において広域避難や屋内退避等の防護措置の実施が必要と

なった場合、県は、当該地域を含む市町と連携の上、市町の地域防災計画等と

整合を図りながらこの計画に準じて必要な対策を講じることとする。 

 

 

第 11 章 関西広域連合の「原子力災害に係る広域避難ガイドライン」との関係 

  県域を越える広域避難について、この計画に記載のない事項は、関西広域連

合の「原子力災害に係る広域避難ガイドライン」に基づき対応することとする。 

 

 

第 12 章 広域避難計画の見直し 

  県は、原子力災害対策指針の改定や新たな方針の決定など、様々な状況の変

化に対応して、随時この広域避難計画の見直しを行い、内容の充実を図るもの

とする。 
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平成２６年３月 作成 

平成２９年３月 修正 

平成３０年３月 修正 

 令和４年４月 修正 

 令和５年３月 修正 

 令和７年３月 修正 
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北陸自動車道

名神高速道路

国道365号

国道8号

県道2号

湖岸道路

国道161号

国道367号

新名神高速道路

【別添１】主な避難経路

今津総合運動公園

朽木中学校

ＵＰＺ内

ＵＰＺ外

湖北体育館

高島B＆G海洋
センター
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

小谷
おだに

上山田
かみやまだ

227

下山田
しもやまだ

105

小谷
おだに

丁
よう

野
の

496

八日市
ようかいち

232

青
あお

名
な

174

猫
ねこ

口
ぐち

143

塩津
しおつ

浜
はま

379 聖徳中学校 聖徳町1-1

祝
ほり

山
やま

100

岩熊
やのくま

221

月出
つきで

20

野坂
のさか

95 船岡中学校 市辺町2789

塩
しお

津
つ

中
なか

130
八日市西小学
校

柏木町14

余
 よ

310 船岡中学校 市辺町2789

集福寺
しゅうふくじ

138 玉緒小学校 大森町971

沓掛
くつかけ

108

横波
よこなみ

84

八日市北小学
校

建部日吉町468

八日市高等学
校

八日市上之町
1-25

菅
すが

浦
うら

105
八日市南小学
校

沖野3-6-1

八
は

田
た

部
べ

223 御園小学校 五智町239

山田
やまだ

72

西浅井
にしあざい

小山
おやま

64

山門
やまかど

186
八日市南高等
学校

春日町1-15

中
なか

104 御園小学校 五智町239

庄
しょう

305

黒山
くろやま

77

計 4,876 4,876

国道303号⇒国道8号⇒北陸自
動車道（長浜ＩＣ）⇒名神高速道
路⇒京滋バイパス⇒第二京阪
道路⇒近畿道⇒阪神高速（14
号松原線 駒川出口）⇒南港通
（府道5号）⇒あびこ筋（府道28
号）

県内避難 県外避難

避難先①

避難経路①
市町村名

避難所①

箕作小学校

草津市

布引小学校

八日市南小学
校

玉園中学校

避難経路②

県道265号⇒国道8号⇒北陸自
動車道（長浜IC）⇒名神高速道
路⇒京滋バイパス⇒第二京阪
道路⇒近畿道⇒阪神高速（14
号松原線 駒川出口）⇒南港通
（府道5号）⇒あびこ筋（府道28
号）

県道265号⇒国道8号⇒北陸自
動車道（長浜IC）⇒名神高速道
路⇒京滋バイパス⇒第二京阪
道路⇒近畿道⇒阪神高速（14
号松原線 駒川出口）⇒南港通
（府道5号）⇒あびこ筋（府道28
号）

国道303号⇒国道8号⇒北陸自
動車道（長浜ＩＣ）⇒名神高速道
路⇒京滋バイパス⇒第二京阪
道路⇒近畿道⇒阪神高速（14
号松原線 駒川出口）⇒南港通
（府道5号）⇒あびこ筋（府道28
号）

国道8号⇒北陸自動車道（長浜
ＩＣ）⇒名神高速道路⇒京滋バ
イパス⇒第二京阪道路⇒近畿
道⇒阪神高速（14号松原線 駒
川出口）⇒南港通（府道5号）⇒
あびこ筋（府道28号）

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先②

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称 所在地 名称 所在地

長浜市

湖北町 1,465

小谷
お　だに

916

西浅井町 3,411

塩津
しおつ

1,585

速水
はやみ

549

永原
ながはら

1,826

速水
はやみ

小学校
しょうがっこう

88二俣
ふたまた

小谷
おだに

小学校
しょうがっこう

大阪府

大浦
おおうら

690

塩津
しおつ

小学校
しょうがっこう

永原
ながはら

小学校
しょうがっこう

西浅井
にしあざい

中学校
ちゅうがっこう

県道265号⇒国道
8号⇒北陸自動車
道（長浜IC）⇒名
神高速道路⇒栗
東IC または 草津
田上IC⇒避難所

東近江市

小脇町377

今堀町581-10

妙法寺町1101

沖野3-6-1

大阪市Ａ 長居公園
東住吉区長居公園
1-23

市町村名
拠点避難所

府県名

湖北体育館

長浜市小谷丁野
町524

湖北体育館
長浜市湖北町速水
1210

長浜市西浅井町
塩津中41

長浜市西浅井町
塩津中312

長浜市湖北町速水
1210

長浜市西浅井町
大浦167

長浜市湖北町速
水2561-1

国道303号⇒国道
8号⇒北陸自動車
道（長浜IC）⇒名
神高速道路⇒八
日市IC⇒避難所

国道8号⇒北陸自
動車道（長浜IC）
⇒名神高速道路
⇒八日市IC⇒避難
所

国道303号⇒国道
8号⇒北陸自動車
道（長浜IC）⇒名
神高速道路⇒八
日市IC⇒避難所

災害時の被災状況に応じて別添
３の避難所から選択

「拠点避難所」とは、各避難

所への移送を行う拠点とし

て避難先市町村が設置す

るものをいう（拠点避難所と

避難所が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難所

へは、避難先市町村が移

送する。※記載の避難中継所を第一

候補とするが、施設の被害状

況や災害の状況に応じて計画

記載の他の施設での設置も検

討する。

01大阪市（長浜市）

-138-



【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

市場区
いちば　く

353 和邇文化センター 和邇高城12

上野区
うえの　く

91 葛川小学校体育館 葛川中村町108-1

野尻区
のじり　く

69 伊香立環境交流館 伊香立下在地町1222-1

宮前坊区
みやまえぼうく

134 葛川少年自然の家 葛川坊村町243

しろふじ保育園 永田1233-1

グリーンパーク思い出
の森　体育館

朽木柏341-3

しろふじ保育園 永田1233-1

グリーンパーク思い出
の森　体育館

朽木柏341-3

大野区
おおの  く

50

古川区
ふるかわく

47

岩瀬区
いわせ  く

114

グリーンパーク思い出
の森　体育館

朽木柏341-3

アイリッシュパーク 勝野670

グリーンパーク思い出
の森　体育館

朽木柏341-3

アイリッシュパーク 勝野670

柏区
かせく

41 和邇文化センター 和邇高城12

荒川区
あらかわく

88

荒川惣田区
あらかわそうだ  く

71

朽木中学校 朽木市場1055

アイリッシュパーク 勝野670

朽木中学校 朽木市場1055

アイリッシュパーク 勝野670

朽木中学校 朽木市場1055

アイリッシュパーク 勝野670

朽木中学校 朽木市場1055

アイリッシュパーク 勝野670

朽木中学校 朽木市場1055

アイリッシュパーク 勝野670

朽木中学校 朽木市場1055

アイリッシュパーク 勝野670

下古賀区
しも こ が  く

238 皇子山中学校体育館 尾花川12-1

上古賀区
かみ こ が  く

280 仰木中学校体育館 仰木の里五丁目1-1

長尾区
ながお  く

128 中央小学校体育館 島の関1-60

中野自治会
なかの  じ ち か い

161
仰木の里東小学校体育
館

仰木の里東六丁目1-1

びわこ台住民自治会
だいじゅうみんじちかい 55 皇子が丘児童館 皇子が丘一丁目9-10

泰山寺区
たいさんじ  く

42
安曇川
あどがわ

総合
そうごう

体育館
たいいくかん

高島市安曇
川町
田中630-1

皇子が丘児童館 皇子が丘一丁目9-10

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難 県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②
市町名

地区名1 地区名2 地区名3
名称 所在地 名称 所在地 市町村名

避難所①
府県名 市町村名

拠点避難所

鶴見区
緑地公園
2-163

麻生区
あ そ   く

61

木地山区
き じ や ま   く

11

地子原区
じ し は ら   く

49

雲洞谷区
う とう だ に  く

66

能家区
のうげ  く

7

桑原区
くわばらく

11

針
はり

畑
はた

区
く

（小入谷）
（おにゅうだに）

国道161号⇒
名神高速道
路⇒第二京
阪道路（門真
ＩＣ）

朽木
くつき

公民館
こうみんかん 高島市朽木

市場792

伊香立中学校体育館 伊香立下在地町414

伊香立小学校体育館 伊香立生津町132-1

高島市朽木
市場1055

【美浜発電所発災
時、美浜・大飯発
電所同時発災時】
高島B＆G海洋セ
ンター

【大飯発電所発災
時】
高島市今津総合運
動公園

【美浜発電所発災
時、美浜大飯発電
所同時発災時】
高島市宮野1516

【大飯発電所発災
時】
高島市今津町日置
前3110

大津市

国道161号⇒避
難所

大阪府

高島市

大津市

高島市

大津市

高島市

大津市

朽木
くつき

公民館
こうみんかん 高島市朽木

市場792

朽木
くつき

中学校
ちゅうがっこう

大阪市Ｂ 鶴見緑地

18

高島市安曇
川町
下古賀1182

朽木
くつき

西
にし

小学校
しょうがっこう

高島市朽木
中牧187

針畑区
はりはたく

（中牧）
（なかまき）

4

針
はり

畑
はた

区
く

（古屋）
（ふるや）

9

生杉区
おいすぎ く

15

安曇川町 904
旧
きゅう

広瀬
ひろせ

小学校
しょうがっこう

904

旧
きゅう

広瀬
ひろせ

小学
しょうがっ

校
こう

高島市

朽木 1,309

朽木
くつき

東
ひがし

小学校
しょうがっこう

1,245

朽木
くつき

西
にし

小学校
しょうがっこう

64

※記載の避難中継所を第一候

補とするが、施設の被害状況や

災害の状況に応じて計画記載

の他の施設での設置も検討す

る。

「拠点避難所」と

は、各避難所へ

の移送を行う拠点

として避難先市町

村が設置するもの

をいう（拠点避難

所と避難所が同

一の場合あり）。

拠点避難所から

各避難所へは、

避難先市町村が

移送する。

01大阪市（高島市）
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難 県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②
市町名

地区名1 地区名2 地区名3
名称 所在地 名称 所在地 市町村名

避難所①
府県名 市町村名

拠点避難所

井ノ口区
いのくち  く

201 堅田小学校体育館 本堅田三丁目6-1

安養寺区
あんようじ  く

637 県立県民交流センター におの浜一丁目1-20

北畑区自治会
きたばたくじちかい

741 皇子が丘公園体育館 皇子が丘一丁目1-1

藁園区
わらそのく

1,392 新旭
しんあさひ

体育館
たいいくかん

高島市新旭
町
旭818

県立県民交流センター におの浜一丁目1-20

木津区自治会
こ う つ く   じ ち か い

216 志賀中学校体育館 南船路1029

岡区
おかく

223 旧大津公会堂 浜大津一丁目4-1

日爪区
ひづめ  く

98 堅田中学校体育館 本堅田三丁目22-1

五十川区
いかがわ  く

337 大津商業高校体育館 御陵町2-1

米井区
よない  く

75 藤尾小学校体育館 茶戸町10-1

木津
こうつ

宮ノ南
みやのみなみ

自治会
　　じちかい

26 唐崎市民センター 唐崎二丁目10-1

辻沢区自治会
つじさわ く  じ ち か い

205 坂本小学校体育館 坂本三丁目12-57

今市区
いまいち く

458 打出中学校体育館 本宮二丁目46-1

平井区
ひらい  く

760 大津高校体育館 馬場一丁目1-1

田井区
た い   く

72 堅田市民センター 本堅田三丁目8-1

森区
もり く

676 県立体育館 におの浜四丁目2-12

堀川区
ほりかわく

407 県立体育館 におの浜四丁目2-12

山形区
やまがたく

117 藤尾小学校体育館 茶戸町10-1

霜降区
しもふりく

293 堅田高校体育館 本堅田三丁目9-1

レインボータウン自治会
じちかい 76 長等市民センター 大門通16-40

ウッディーパーク自治会
じちかい 12 唐崎市民センター 唐崎二丁目10-1

針江区
はりえ  く

566
滋賀県立芸術劇場びわ
湖ホール

打出浜15-1

深溝区自治会
ふかみぞく  じちかい

598
におの浜ふれあいス
ポーツセンター

におの浜四丁目2-40

やわらぎ北の
きた

町自治会
まちじちかい 85 堅田中学校体育館 本堅田三丁目22-1

湖畔の
こはん

郷自治会
さと   じちかい

68 長等小学校体育館 大門通5-1

計 10,552 10,552

高島市 新旭町 8,339

新
しん

旭
あさひ

南
みなみ

小学校
しょうがっこう

2,971

新
しん

旭
あさひ

南
みなみ

小学校
しょうがっこう

静
しず

里
さと

なのは

な園
えん

大阪市Ｂ 鶴見緑地
鶴見区
緑地公園
2-163

国道161号⇒
名神高速道
路⇒第二京
阪道路（門真
ＩＣ）

新
しん

旭
あさひ

北
きた

小学校
しょうがっこう

5,368

新
しん

旭
あさひ

北
きた

小学校
しょうがっこう

高島市新旭
町
饗庭26

湖西
こせい

中学校
ちゅうがっこう

高島市新旭
町
北畑564-2

高島市新旭
町
新庄853

高島B＆G海洋セ
ンター

高島市宮野1516 大津市
国道161号⇒避
難所

大阪府

高島市新旭
町藁園2305

※記載の避難中継所を第一候

補とするが、施設の被害状況や

災害の状況に応じて計画記載

の他の施設での設置も検討す

る。

「拠点避難所」と

は、各避難所へ

の移送を行う拠点

として避難先市町

村が設置するもの

をいう（拠点避難

所と避難所が同

一の場合あり）。

拠点避難所から

各避難所へは、

避難先市町村が

移送する。

01大阪市（高島市）
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地 名称 所在地

土山地域市民セン
ター

土山町北土山1715

土山小学校 土山町北土山1462

土山開発センター 土山町北土山1715

滋賀県立淡海学園 土山町大野283-20

かもしか荘 土山町大河原1104

ふるさと生きがいセン
ター六友館

土山町黒川1972

土山こども園 土山町南土山甲417

大野コミュニティセン
ター

土山町大野2154

甲南ふれあいの館 甲南町葛木925

甲南青少年研修セン
ター

甲南町葛木875

甲南希望ケ丘保育園 甲南町希望ケ丘4-1

甲南第一小学校 甲南町深川1728-1

甲賀市甲南体育館 甲南町葛木977

甲賀市甲南B&G海洋
センター

甲南町葛木30ｰ11

甲南西保育園 甲南町新治1095

甲南情報交流セン
ター（甲南公民館）

甲南町竜法師600

鮎河コミュニティセン
ター

土山町鮎河1212-1

土山コミュニティセン
ター

土山町南土山甲406

土山中学校 土山町北土山414

大野小学校 土山町大野949

土山体育館 土山町北土山414ｰ2

西山
にしやま

164 蒲生西小学校 鈴町1

田
た

居
い

118

北
きた

布施
ふせ

126

赤尾
あかお

133 蒲生西小学校 鈴町1

計 4,431 4,431

千田
せんだ

長浜
ながはま

伊
い

香
か

ツイ

ンアリー

ナ

長浜市木之
本町西山
183-3

黒田
くろだ

912廣瀬
ひろせ

1,605木之本
きのもと

371

田部
たべ

国道8号⇒北陸自動
車道（長浜ＩＣ）⇒名神
高速道路⇒京滋バイ
パス⇒第二京阪道路
⇒近畿道⇒阪和道
（堺IC）⇒府道61号線
⇒府道28号線⇒家原
大池体育館

避難先②

府県名

国道303号⇒国道8号
⇒北陸自動車道（長
浜ＩＣ）⇒名神高速道
路⇒京滋バイパス⇒
第二京阪道路⇒近畿
道⇒阪和道（松原IC）
⇒中央環状線⇒府道
31号線⇒金岡公園体
育館

国道303号⇒国道8
号⇒北陸自動車道
（長浜ＩＣ）⇒名神高
速道路⇒新名神高
速道路⇒甲南IC⇒
拠点避難所⇒避難
所

国道303号⇒国道8号
⇒北陸自動車道（長
浜ＩＣ）⇒名神高速道
路⇒京滋バイパス⇒
第二京阪道路⇒近畿
道⇒阪神高速13号東
大阪線⇒阪神高速1
号環状線⇒阪神高速
15号堺線（住之江出
口）⇒国道26号⇒府
道195号線⇒大浜体
育館

堺市

家原大池体育館
え ばら  おおいけ

北区長曽根町
1179番地の18

金岡公園体育館

大阪府

堺区大浜北町5
丁7番1号

西区家原寺町1
丁18番1号

大浜体育館

国道8号⇒北陸自
動車道（長浜ＩＣ）⇒
名神高速道路⇒蒲
生スマートIC⇒避難
所

県外避難

避難所①

避難先①

市町村名
拠点避難所

県内避難

避難経路②
市町村名

拠点避難所

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所

避難経路①

避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

名称 所在地市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称 所在地

長浜市 木之本町 4,431

木之本
きのもと

3,890

伊香
いか

具
ぐ

541 蒲生北小学校 蒲生堂町1287

湖北体育館
長浜市湖北町速水
1210

甲賀市

東近江市 -

甲南情報交
流センター

甲南町竜法
師600

伊香
いか

具
ぐ

小学校
しょうがっこう

長浜市木之
本町大音
1114

876

-

126

「拠点避難所」とは、各避

難所への移送を行う拠点と

して避難先市町村が設置

するものをいう（拠点避難

所と避難所が同一の場合

あり）。

拠点避難所から各避難所

※記載の避難中継所を第一候補

とするが、施設の被害状況や災害

の状況に応じて計画記載の他の

施設での設置も検討する。

「拠点避難所」とは、各避

難所への移送を行う拠点と

して避難先市町村が設置

するものをいう（拠点避難

所と避難所が同一の場合

あり）。

拠点避難所から各避難所

へは、避難先市町村が移

送する。

02堺市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

金居原
かねいばら

83
能登川北
小学校

福堂町2877-1

杉野
すぎの

231

杉本
すぎもと

46

音
おと

羽
わ

11
能登川北
小学校

福堂町2877-1

計 371 371

避難経路②

国道303号⇒国道8
号⇒北陸自動車道
（長浜IC）⇒名神高
速道路⇒京滋バイ
パス⇒第二京阪道
路⇒近畿道⇒阪和
道⇒堺泉北道路（綾
園出口）⇒国道26号

県内避難 県外避難

避難先①

避難経路①
市町村名

避難所①

能登川高
等学校

東近江市

避難先②

拠点避難所

大阪府 泉大津市
泉大津市立総
合体育館

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称 所在地 名称 所在地 府県名 市町村名

長浜市 木之本町 371 杉野
すぎの

371 宮町2-50
旧杉野

すぎの

小中学校
しょうちゅうがっこう

長浜市木之本
町杉野489 湖北体育館

長浜市湖北町速
水1210

県道303号⇒
国道8号⇒県
道2号⇒湖岸
道路⇒避難所

伊庭町13

「拠点避難所」とは、各

避難所への移送を行う

拠点として避難先市町

村が設置するものをいう

（拠点避難所と避難所が

同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難

所へは、避難先市町村

が移送する。

※記載の避難中継所を第

一候補とするが、施設の被

害状況や災害の状況に応

じて計画記載の他の施設で

の設置も検討する。

03泉大津市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

大見
おおみ

27 能登川南小学校 猪子町12

川合
かわい

359 能登川中学校 山路町2800

能登川東小学校 小川町30

能登川西小学校 伊庭町2885

石
いし

道
みち

82 能登川南小学校 猪子町12

木之本
きのもと

小山
こやま

91 能登川南小学校 猪子町12

計 936 936

国道303号⇒国道8
号⇒北陸自動車道
（長浜IC）⇒名神高
速道路⇒京滋バイ
パス⇒第二京阪道
路⇒近畿道⇒阪和
道（岸和田和泉ＩＣ）
⇒光明池春木線⇒
和泉中央線

所在地 名称 所在地

大阪府 和泉市 和泉シティプラザ
いぶき野5丁目4-
7

長浜市木之本
町石道1079－
1

湖北体育館
長浜市湖北町速
水1210

国道303号⇒国
道8号⇒県道2
号⇒湖岸道路
⇒避難所

県内避難 県外避難

避難先①

避難経路①

市町村名
避難所①

避難先②

府県名 市町村名
拠点避難所

避難経路②

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称

古橋
ふるはし

377 東近江市高
たか

時
とき

小学校
しょうがっこう

長浜市 木之本町 936 高
たか

時
とき

936

「拠点避難所」とは、各避難

所への移送を行う拠点とし

て避難先市町村が設置する

ものをいう（拠点避難所と避

難所が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難所へ

は、避難先市町村が移送す

る。

※記載の避難中継所を

第一候補とするが、施

設の被害状況や災害の

状況に応じて計画記載

の他の施設での設置も

検討する。

04和泉市

-143-



【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

長浜市 木之本町 291 伊香
いか

具
ぐ

291 大
おお

音
と

291
伊香
いか

具
ぐ

小
しょ

学校
うがっこう

長浜市木之本町
大音1114

湖北体育館
長浜市湖北町速水
1210

東近江市 朝桜中学校
市子川原町
686

国道8号⇒北
陸自動車道
（長浜IC）⇒名
神高速道路⇒
蒲生スマート
IC⇒避難所

大阪府 高石市 市立総合体育館 西取石6丁目5-6

国道8号⇒北陸自
動車道（長浜IC）⇒
名神高速道路⇒京
滋バイパス⇒第二
京阪道路⇒近畿道
⇒阪神高速(13号
東大阪線⇒16号大
阪港線⇒4号湾岸
線浜寺出口）⇒府
道29号線（臨海道
路）高石出口⇒府
道204号線（堺阪南
線）

計 291 291

避難経路②

県内避難 県外避難

避難先①

避難経路①

市町村名
避難所① 拠点避難所

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所

市町村名

避難先②

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称 所在地 名称 所在地 府県名

避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

「拠点避難所」とは、各避難

所への移送を行う拠点として

避難先市町村が設置するも

のをいう（拠点避難所と避難

所が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難所へ

は、避難先市町村が移送す

る。

※記載の避難中継所を第一

候補とするが、施設の被害

状況や災害の状況に応じて

計画記載の他の施設での設

置も検討する。

05高石市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

飯
はん

浦
のうら

32

山梨
やまな

子
し

19

計 51 51

避難経路②

国道8号⇒北陸自動
車道（長浜IC）⇒名
神高速道路⇒京滋
バイパス⇒第二京
阪道路⇒近畿道⇒
阪神高速(13号東大
阪線⇒16号大阪港
線⇒4号湾岸線岸和
田北IC）⇒府道40号
線（磯上南交差）⇒
府道204号線

県内避難 県外避難

避難先①

避難経路①

市町村名
避難所①

東近江市
能登川北
小学校

福堂町
2877-1

国道8号⇒県
道2号⇒湖岸
道路⇒避難
所

避難先②

拠点避難所

大阪府

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称 所在地 名称 所在地 府県名 市町村名

長浜市 木之本町 51 伊香
いか

具
ぐ

51 忠岡町 忠岡町文化会館
忠岡南1丁目18-
17伊香

いか

具
ぐ

小学校
しょうがっこう 長浜市木之本町

大音1114
湖北体育館

長浜市湖北町速水
1210

「拠点避難所」とは、各避難

所への移送を行う拠点として

避難先市町村が設置するも

のをいう（拠点避難所と避難

所が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難所へ

は、避難先市町村が移送す

る。

※記載の避難中継所を第一候

補とするが、施設の被害状況

や災害の状況に応じて計画記

載の他の施設での設置も検討

する。

06忠岡町
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地 名称 所在地

信楽伝統産業会
館

信楽町長野1203

信楽開発セン
ター

信楽町長野1251

信楽地域市民セ
ンター

信楽町長野1203

雲井地区農村活
性化センター

信楽町牧72-3

西教育集会所 信楽町西349-4

信楽小学校 信楽町江田969

信楽中学校 信楽町江田950

甲賀市信楽図書
館

信楽町長野
1312ｰ1

雲井小学校 信楽町牧868

甲賀市信楽体育
館

信楽町長野1310

小原小学校 信楽町柞原899

信楽保健セン
ター

信楽町長野1251

計 1,701 1,701

避難経路②

国道8号⇒北陸自
動車道（長浜IC）⇒
名神高速道路⇒京
滋バイパス⇒第二
京阪道路⇒近畿道
（八尾IC）⇒中央環
状線⇒主要地方道
大阪港八尾線5号
線⇒府道八尾道明
寺線174号線

県内避難 県外避難

避難先①

避難経路①
市町村名

拠点避難所 避難所①

甲賀市

避難先②

拠点避難所

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称 所在地 名称 所在地 府県名 市町村名

長浜市 高月町 1,701 高月
たかつき

1,701 高月
たかつき

1,701 高月
たかつき

小学校
しょうがっこう 八尾市立総

合体育館
青山町3丁
目5‐24

長浜市高月
町高月738 湖北体育館

長浜市湖北町速水
1210

　大阪府 八尾市

国道8号⇒北
陸自動車道
（長浜ＩＣ）⇒名
神高速道路⇒
竜王IC⇒拠点
避難所⇒避難
所

甲賀市水口
スポーツの森

甲賀市水口町北内
貴230

「拠点避難所」とは、

各避難所への移送

を行う拠点として避

難先市町村が設置

するものをいう（拠

点避難所と避難所

が同一の場合あり）。

拠点避難所から各

避難所へは、避難

先市町村が移送す

る。

※記載の避難中継所を第

一候補とするが、施設の被

害状況や災害の状況に応

じて計画記載の他の施設で

の設置も検討する。

「拠点避難所」とは、

各避難所への移送

を行う拠点として避

難先市町村が設置

するものをいう（拠

点避難所と避難所

が同一の場合あり）。

拠点避難所から各

避難所へは、避難

先市町村が移送す

る。

07八尾市

-146-



【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地 名称 所在地

伴谷小学校
水口町
伴中山
2252

伴谷東小学
校

水口町
山774

計 379 379

避難経路①

避難先① 避難先②

国道8号⇒北
陸自動車道
（長浜ＩＣ）⇒
名神高速道路
⇒竜王IC⇒拠
点避難所⇒避
難所

府県名 市町村名
拠点避難所

市町村名
避難所①拠点避難所

甲賀市水口
スポーツの
森

甲賀市水口
町北内貴
230

県外避難

避難経路②

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

県内避難

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称 所在地 名称 所在地

長浜市 高月町 379 高月
たかつき

379 馬
ま

上
け

379 高月
たかつき

小学校
しょうがっこう 市民文化

会館
安堂町1-60

長浜市高月町
高月738

甲賀市

国道8号⇒北
陸自動車道
（長浜IC）⇒名
神高速道路⇒
京滋バイパス
⇒第二京阪道
路⇒近畿道⇒
西名阪自動車
道（藤井寺ＩＣ）
⇒府道12号
（堺大和高田
線）⇒国道170
号⇒25号

湖北体育館
長浜市湖北町
速水1210

大阪府 柏原市

※記載の避難中継所を

第一候補とするが、施設

の被害状況や災害の状

況に応じて計画記載の他

の施設での設置も検討す

る。

「拠点避難所」とは、

各避難所への移送

を行う拠点として避

難先市町村が設置

するものをいう（拠

点避難所と避難所

が同一の場合あり）。

拠点避難所から各

避難所へは、避難

先市町村が移送す

る。

「拠点避難所」とは、

各避難所への移送

を行う拠点として避

難先市町村が設置

するものをいう（拠点

避難所と避難所が

同一の場合あり）。

拠点避難所から各

避難所へは、避難

先市町村が移送す

る。

08柏原市

-147-



【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地 名称 所在地

富永
とみなが

198 高野
たかの

198 富永
とみなが

小学校
しょうがっこう

長浜市高月町
井口160 佐山小学校 甲賀町小佐治2922

国道8号⇒北陸自動車道（長浜IC）
⇒名神高速道路⇒京滋バイパス⇒
第二京阪道路⇒近畿道⇒阪神高速
（13号東大阪線　水走出口）⇒大阪
外環状線

水口小学校 水口町本町1-2-1

城山中学校 水口町水口610-17

岩上体育館 水口町新城653

岩上コミュニティセンター 水口町新城557‐1

柏木小学校 水口町北脇1132

水口スポーツの森（市民
スタジアム）

水口町北内貴230

多羅尾コミュニティセン
ター

信楽町多羅尾2067-2

朝宮小学校 信楽町下朝宮268

多羅尾小学校 信楽町多羅尾2012

森本
もりもと

224 水口中学校 水口町水口5900

綾野小学校 水口町綾野3-6

水口中部コミュニティセン
ター

水口町八坂7ｰ4

宇川会館 水口町宇川2404

貴生川小学校 水口町三大寺437

水口スポーツの森（陸上
競技場）

水口町北内貴230

甲賀農村環境改善セン
ター

甲賀町相模846

甲賀保健センター 甲賀町大久保507ｰ2

西
にし

物
もの

部
べ

98 甲賀地域市民センター 甲賀町相模173ｰ1

計 3,321 3,321

古
こ

保
ほ

利
り

139

855

落川
おちかわ

406

渡
どう

岸
がん

寺
じ

宇根
うね

664

県外避難県内避難

市町村名
避難所①

避難先②避難先①

避難経路① 避難経路②拠点避難所

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

長浜市 高月町 3,321

府県名市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称 所在地 名称

高月
たかつき

2,771

高月
たかつき

東
ひがし

高田
　たかだ

115

甲賀市

国道8号⇒北陸自動車道（長浜IC）
⇒名神高速道路⇒京滋バイパス⇒
第二京阪道路⇒近畿道⇒阪神高速
13号東大阪線（水走出口）⇒大阪外
環状線

国道8号⇒北陸自動車道（長浜IC）
⇒名神高速道路⇒京滋バイパス⇒
第二京阪道路⇒近畿道⇒阪神高速
13号東大阪線（水走出口）⇒大阪外
環状線

国道8号⇒北陸自
動車道（長浜ＩＣ）
⇒名神高速道路
⇒竜王IC⇒拠点
避難所⇒避難所

甲賀市

拠点避難所

松原南1丁目
1番

大阪府 東大阪市

国道8号⇒北陸自動車道（長浜IC）
⇒名神高速道路⇒京滋バイパス⇒
第二京阪道路⇒近畿道⇒阪神高速
13号東大阪線（水走出口）⇒大阪外
環状線

花園中央公園
多目的芝生広
場

国道8号⇒北陸自
動車道（長浜ＩＣ）
⇒名神高速道路
⇒新名神高速道
路⇒信楽IC⇒拠
点避難所⇒避難
所

滋賀県立信楽陶
芸の森

甲賀市信楽町勅
旨2188-7

災害時の被災状況に応じて別添３の避難所から選
択

甲賀市水口ス
ポーツの森

草津市

所在地 市町村名

- -

国道8号⇒北陸自
動車道（長浜ＩＣ）
⇒名神高速道路
⇒栗東IC または
草津田上IC⇒避
難所

甲賀市水口町北
内貴230

七
なな

郷
さと

213 七
なな

郷
さと

小学校
しょうがっこう

湖北体育館
長浜市湖北町速水
1210

長浜市高月町
唐川248

東
ひがしあつじ

阿閉 379

高月
たかつき

小学校
しょうがっこう 長浜市高月町

高月738

柏原
かしはら

243

熊野
くまの

139
古保利
こほり

小学
しょうがっ

校
こう

長浜市高月町
西柳野38

「拠点避難所」とは、各

避難所への移送を行う
拠点として避難先市町

村が設置するものをいう

（拠点避難所と避難所
が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難
所へは、避難先市町村

※記載の避難中継所を第一候補とす

るが、施設の被害状況や災害の状況
に応じて計画記載の他の施設での設

置も検討する。

「拠点避難所」とは、各

避難所への移送を行う
拠点として避難先市町

村が設置するものをいう

（拠点避難所と避難所が
同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難
所へは、避難先市町村

「拠点避難所」とは、各

避難所への移送を行う
拠点として避難先市町

村が設置するものをいう

（拠点避難所と避難所
が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難
所へは、避難先市町村

09東大阪市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地 名称 所在地

持
もち

寺
でら

95

洞
ほら

戸
ど

43

保
ほう

延
えん

寺
じ

120 かえで会館
甲南町森尻
527

雨
あめ

森
のもり

360 甲南中学校
甲南町寺庄
841

計 618 618

県外避難県内避難

市町村名
避難所①

避難先②避難先①

避難経路① 避難経路②拠点避難所

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称 所在地 名称 所在地 府県名 市町村名
拠点避難所

富永
とみなが

小学校
しょうがっこう

長浜市高月町井口
160長浜市 高月町 618 富永

とみなが
618

国道8号⇒北陸自
動車道（長浜IC）⇒
名神高速道路⇒京
滋バイパス⇒第二
京阪道路⇒近畿道
⇒阪和自動車道⇒
南阪奈道路（羽曳
野IC）⇒国道170号
（外環状線）

湖北体育館
長浜市湖北町速水
1210

甲賀市

かふか生涯
学習館

甲賀町大原
中886

大阪府 富田林市
市民総合
体育館

美山台4-
1

国道8号⇒北陸
自動車道（長浜Ｉ
Ｃ）⇒名神高速
道路⇒竜王IC⇒
拠点避難所⇒避
難所

甲賀市水口
スポーツの
森

甲賀市水口
町北内貴
230

「拠点避難所」とは、
各避難所への移送
を行う拠点として避
難先市町村が設置
するものをいう（拠
点避難所と避難所
が同一の場合あり）。

拠点避難所から各
避難所へは、避難
先市町村が移送す
る。

※記載の避難中継所を第一

候補とするが、施設の被害状

況や災害の状況に応じて計

画記載の他の施設での設置

も検討する。

「拠点避難所」とは、各
避難所への移送を行
う拠点として避難先市
町村が設置するものを
いう（拠点避難所と避
難所が同一の場合あ
り）。

拠点避難所から各避
難所へは、避難先市
町村が移送する。

10富田林市

-149-



【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地 名称 所在地

甲南図書交流館 甲南町深川1865

甲南中部小学校 甲南町竜法師1137

甲南第二小学校 甲南町杉谷2046

甲南第三小学校 甲南町野川840

希望ケ丘小学校
甲南町希望ケ丘3-
34

甲賀市希望ケ丘コ
ミュニティセンター

甲南町希望ケ丘1-
3ｰ4

柞原会館 信楽町柞原164ｰ1

朝宮コミュニティセン
ター

信楽町上朝宮467

計 734 734

国道8号⇒北陸
自動車道（長浜
IC）⇒名神高速
道路⇒京滋バイ
パス⇒第二京阪
道路⇒近畿道⇒
阪和道（美原南Ｉ
Ｃ）⇒国道309号
⇒国道170号

井口
いのくち

661

高月
たかつき

尾山
　おやま

73

富永
とみなが

小学校
しょうがっこう 長浜市高月町井口

160
湖北体育館

長浜市湖北町速水
1210

甲賀市

甲賀市水口
町北内貴
230

甲賀市水口
スポーツの
森

滋賀県立信
楽陶芸の森

甲賀市信楽
町勅旨
2188-7

国道8号⇒北陸
自動車道（長浜Ｉ
Ｃ）⇒名神高速
道路⇒竜王IC⇒
拠点避難所⇒避
難所

国道8号⇒北陸
自動車道（長浜Ｉ
Ｃ）⇒名神高速
道路⇒新名神高
速道路⇒信楽IC
⇒拠点避難所⇒
避難所

県外避難

避難先①

避難経路① 避難経路②

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所

県内避難

市町村名
避難所①

避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先②

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称 所在地 名称 所在地

富永
とみなが

734長浜市 高月町 734

拠点避難所
府県名 市町村名

拠点避難所

大阪府 河内長野市
市民総合体
育館

大師町25-1

「拠点避難所」とは、

各避難所への移送を

行う拠点として避難先

市町村が設置するも

のをいう（拠点避難所

と避難所が同一の場

合あり）。

拠点避難所から各避

難所へは、避難先市

町村が移送する。
※記載の避難中継所を第一候

補とするが、施設の被害状況や

災害の状況に応じて計画記載

の他の施設での設置も検討す

る。

「拠点避難所」とは、各

避難所への移送を行う

拠点として避難先市町

村が設置するものをい

う（拠点避難所と避難所

が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難

所へは、避難先市町村

が移送する。

11河内長野市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

高月
たかつき

西
にし

野
の

260

片山
かたやま

65

計 772 772

県外避難県内避難

市町村名
避難所①

避難先① 避難先②

避難経路②避難経路① 拠点避難所

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称 所在地 名称 所在地 府県名 市町村名

古
こ

保
ほ

利
り

小学校
しょうがっこう 長浜市高月町西柳

野38
長浜市 高月町 772 古

こ

保
ほ

利
り

772

東
ひがしやなぎの

柳野 312

柳野中
やなぎ　のなか

135
国道8号⇒北陸自動
車道（長浜IC）⇒名
神高速道路⇒京滋
バイパス⇒第二京阪
道路⇒近畿道⇒東
大阪JCT阪神高速13
号東大阪市線⇒東
船場JCT阪神高速環
状1号線⇒阪神高速
14号松原線（三宅出
口）⇒国道309号線

湖北体育館
長浜市湖北町速水
1210

大阪府 松原市
松原市民体育
館

田井城3丁
目1-37

草津市
災害時の被災状況に応じて別添３の
避難所から選択

国道8号⇒北陸
自動車道（長浜Ｉ
Ｃ）⇒名神高速道
路⇒栗東IC また
は 草津田上IC⇒
避難所 「拠点避難所」とは、各

避難所への移送を行う

拠点として避難先市町

村が設置するものをい

う（拠点避難所と避難

所が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避

難所へは、避難先市

町村が移送する。

※記載の避難中継所を第一候補

とするが、施設の被害状況や災害

の状況に応じて計画記載の他の施

設での設置も検討する。

「拠点避難所」とは、各

避難所への移送を行う

拠点として避難先市町

村が設置するものをい

う（拠点避難所と避難

所が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避

難所へは、避難先市

町村が移送する。

12松原市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地 名称 所在地

大原小学
校

甲賀町大久
保1000

佐山コミュ
ニティセン
ター

甲賀町神保
2102

横山
よこやま

142
甲賀中学
校

甲賀町相模
128

甲賀共同
福祉セン
ター

甲賀町相模
124-7

甲賀体育
館

甲賀町相模
128

計 760 760

国道8号⇒北陸自
動車道（長浜IC）
⇒名神高速道路
⇒京滋バイパス⇒
第二京阪道路⇒
近畿道（松原ＩＣ）
⇒府道2号⇒府道
31号⇒府道188号

甲賀市湖北体育館
長浜市湖北町速水
1210

避難経路②

南恵我之荘
4丁目237-4

避難先①

避難経路①

避難先②

所在地 府県名 市町村名
拠点避難所拠点避難所

国道8号⇒北陸
自動車道（長浜Ｉ
Ｃ）⇒名神高速道
路⇒新名神高速
道路⇒信楽IC⇒
拠点避難所⇒避
難所

滋賀県立陶
芸の森

唐川
からかわ

300

長浜市 高月町 760 七
なな

郷
さと

760

東
ひがし

物
　もの

部
　べ

318

七
なな

郷
さと

小学校
しょうがっこう

長浜市高月町唐川
248 大阪府 羽曳野市

総合スポーツ
センター
はびきのコロ
セアム

甲賀市信楽
町勅旨
2188-7

県外避難

市町村名
避難所①

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

県内避難

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称 所在地 名称

「拠点避難所」とは、

各避難所への移送を

行う拠点として避難先

市町村が設置するも

のをいう（拠点避難所

と避難所が同一の場

合あり）。

拠点避難所から各避

難所へは、避難先市

町村が移送する。

※記載の避難中継所を第

一候補とするが、施設の被

害状況や災害の状況に応

じて計画記載の他の施設で

の設置も検討する。

「拠点避難所」とは、

各避難所への移送を

行う拠点として避難先

市町村が設置するも

のをいう（拠点避難所

と避難所が同一の場

合あり）。

拠点避難所から各避

難所へは、避難先市

町村が移送する。

「拠点避難所」とは、

各避難所への移送を

行う拠点として避難先

市町村が設置するも

のをいう（拠点避難所

と避難所が同一の場

合あり）。

拠点避難所から各避

難所へは、避難先市

町村が移送する。

13羽曳野市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地 名称 所在地

計 275 275

県外避難

市町村名
避難所①

避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②

県内避難

拠点避難所

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称 所在地 名称 所在地 府県名 市町村名
拠点避難所

長浜市 高月町 275 七
なな

郷
さと

275 磯野
いその

275 七
なな

郷
さと

小学校
しょうがっこう 市民総合体

育館
大井1丁目2-
20

長浜市高
月町唐川
248

滋賀県立陶
芸の森

甲賀市信楽
町勅旨
2188-7

国道8号⇒北陸自
動車道（長浜IC）
⇒名神高速道路
⇒京滋バイパス⇒
第二京阪道路⇒
近畿道⇒西名阪
自動車道（藤井寺
ＩＣ）⇒府道12号
（堺大和高田線）
⇒国道170号

湖北体育館
長浜市湖北町速
水1210

大阪府 藤井寺市甲賀市
甲賀中央
公園体育
館

甲賀町相模
124-7

国道8号⇒北陸
自動車道（長浜Ｉ
Ｃ）⇒名神高速
道路⇒新名神高
速道路⇒信楽IC
⇒拠点避難所⇒
避難所 「拠点避難所」とは、各

避難所への移送を行
う拠点として避難先市
町村が設置するものを
いう（拠点避難所と避
難所が同一の場合あ
り）。

拠点避難所から各避
難所へは、避難先市
町村が移送する。

※記載の避難中継所を第

一候補とするが、施設の被

害状況や災害の状況に応

じて計画記載の他の施設で

の設置も検討する。

「拠点避難所」とは、各
避難所への移送を行
う拠点として避難先市
町村が設置するものを
いう（拠点避難所と避
難所が同一の場合あ
り）。

拠点避難所から各避
難所へは、避難先市
町村が移送する。

14藤井寺市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

計 331 331

県外避難県内避難

市町村名
避難所①

避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②拠点避難所

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称 所在地 名称 所在地 府県名 市町村名

長浜市 高月町 331 古
こ

保
ほ

利
り

331 西
にし

阿
あ

閉
つじ

331
古
こ

保
ほ

利
り

小学
しょうがっ

校
こう

大阪狭山市
立総合体育
館

池之原四丁目
248番地

長浜市高月町西柳
野38

災害時の被災状況に応じて
別添３の避難所から選択

国道8号⇒北陸
自動車道（長浜Ｉ
Ｃ）⇒名神高速
道路⇒栗東IC ま
たは 草津田上IC
⇒避難所

国道8号⇒北陸
自動車道（長浜
IC）⇒名神高速
道路⇒京滋バイ
パス⇒第二京阪
道路⇒近畿道
⇒阪和道（美原
北）⇒府道36号
⇒国道309号⇒
府道森屋狭山
線⇒国道310号

湖北体育館
長浜市湖北町速水
1210

大阪府 大阪狭山市草津市

「拠点避難所」とは、

各避難所への移送を

行う拠点として避難先

市町村が設置するも

のをいう（拠点避難所

と避難所が同一の場

合あり）。

拠点避難所から各避

難所へは、避難先市

※記載の避難中継所を第一

候補とするが、施設の被害状

況や災害の状況に応じて計画

記載の他の施設での設置も検

討する。

15大阪狭山市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

計 114 114

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所

地区名3
名称

避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

所在地 名称 所在地市町名
地区名1 地区名2

県外避難

避難先①

避難経路②避難経路①
市町村名

避難所①

避難先②

府県名 市町村名
拠点避難所

県内避難

長浜市 高月町 114 古
こ

保
ほ

利
り

114 西
にし

柳
やなぎ

野
　　の

114 古
こ

保
ほ

利
り

小学校
しょうがっこう

万葉ホール
大字山田
104-1

長浜市高月町
西柳野38

災害時の被災状況に
応じて別添３の避難所
から選択

国道8号⇒北
陸自動車道
（長浜IC）⇒名
神高速道路⇒
京滋バイパス
⇒第二京阪道
路⇒近畿道⇒
阪和道⇒南阪
奈道路（羽曳
野東ＩＣ）

湖北体育館
長浜市湖北町速水
1210

大阪府 太子町草津市

国道8号⇒北陸
自動車道（長浜Ｉ
Ｃ）⇒名神高速
道路⇒栗東IC ま
たは 草津田上
IC⇒避難所

「拠点避難所」とは、
各避難所への移送
を行う拠点として避
難先市町村が設置
するものをいう（拠
点避難所と避難所
が同一の場合あり）。

拠点避難所から各
避難所へは、避難
先市町村が移送す

※記載の避難中継所を第一

候補とするが、施設の被害

状況や災害の状況に応じて

計画記載の他の施設での設

置も検討する。

16太子町
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地 名称 所在地

計 87 87

県外避難

市町村名
避難所①

避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②

県内避難

拠点避難所

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称 所在地 名称 所在地 府県名 市町村名
拠点避難所

長浜市 高月町 87 七
なな

郷
さと

87 高月
たかつき

布施
　ふせ

87 七
なな

郷
さと

小学校
しょうがっこう

中央公民館 白木1257-1
長浜市高月町唐
川248

滋賀県立陶
芸の森

甲賀市信楽
町勅旨
2188-7

国道8号⇒北陸自
動車道（長浜IC）
⇒名神高速道路
⇒京滋バイパス
⇒第二京阪道路
⇒近畿道⇒阪和
自動車道⇒南阪
奈道（羽曳野）⇒
府道27号線

湖北体育館
長浜市湖北町速水
1210

大阪府 河南町甲賀市 油日小学校
甲賀町上野
1322

国道8号⇒北
陸自動車道
（長浜ＩＣ）⇒名
神高速道路⇒
新名神高速道
路⇒信楽IC⇒
拠点避難所⇒
避難所

「拠点避難所」とは、
各避難所への移送を
行う拠点として避難先
市町村が設置するも
のをいう（拠点避難所
と避難所が同一の場
合あり）。

拠点避難所から各避
難所へは、避難先市
町村が移送する。

※記載の避難中継所を

第一候補とするが、施設

の被害状況や災害の状

況に応じて計画記載の

他の施設での設置も検

「拠点避難所」とは、
各避難所への移送を
行う拠点として避難先
市町村が設置するも
のをいう（拠点避難所
と避難所が同一の場
合あり）。

拠点避難所から各避
難所へは、避難先市
町村が移送する。

「拠点避難所」とは、
各避難所への移送を
行う拠点として避難先
市町村が設置するも
のをいう（拠点避難所
と避難所が同一の場
合あり）。

拠点避難所から各避
難所へは、避難先市
町村が移送する。

17河南町
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口
（小学校

区）
人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

重
しげ

則
のり

63

松尾
まつお

45

計 108 108

県外避難

市町村名
避難所①

避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②

県内避難

拠点避難所

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称 所在地 名称 所在地 府県名 市町村名

古
こ

保
ほ

利
り

小学
しょうがっ

校
こう

長浜市高月
町西柳野38長浜市 高月町 108 古

こ

保
ほ

利
り

108

国道8号⇒北陸
自動車道（長浜
IC）⇒名神高速
道路⇒京滋バイ
パス⇒第二京阪
道路⇒近畿道⇒
阪和道（美原北
IC）⇒国道309号
⇒府道705号

湖北体育
館

長浜市湖北町速水
1210

草津市 大阪府 千早赤阪村
千早赤坂村
B&G海洋セ
ンター

大字東阪255-1

国道8号⇒北陸
自動車道（長浜
ＩＣ）⇒名神高速
道路⇒栗東IC
または 草津田
上IC⇒避難所

災害時の被災状況に
応じて別添３の避難所
から選択

「拠点避難所」とは、各
避難所への移送を行う
拠点として避難先市町
村が設置するものをい
う（拠点避難所と避難
所が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避
難所へは、避難先市
町村が移送する。

※記載の避難中継所を

第一候補とするが、施設

の被害状況や災害の状

況に応じて計画記載の

他の施設での設置も検

討する。

18千早赤阪村
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

坂口
さかぐち

115
湖東中学
校

横溝町202

下
しも

余呉
よご

345
湖東中学
校

横溝町202

愛東中学
校

下中野町
444

愛東南小
学校

曽根町1285

計 894 894

県外避難県内避難

市町村名
避難所①

避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②拠点避難所

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称 所在地 名称 所在地 府県名 市町村名

旧鏡岡
かがみおか

中学校
ちゅうがっこう

長浜市余呉町
中之郷1030

湖北体育館
長浜市湖北町速
水1210

大阪府

434中之郷
なかのごう

894余呉
よご

長浜市 余呉町 894 岸和田市

国道365号⇒国
道8号⇒北陸自
動車道（長浜
IC）⇒名神高速
道路⇒京滋バ
イパス⇒第二京
阪道路⇒近畿
道⇒阪神高速
阪神高速（13号
東大阪線⇒1号
環状線⇒15号
堺線）⇒国道26
号

総合体育館
西之内町45
番1号

東近江市

国道365号⇒国
道8号⇒北陸自
動車道（長浜IC）
⇒名神高速道路
⇒湖東三山ス
マートIC⇒避難
所

「拠点避難所」とは、
各避難所への移送
を行う拠点として避
難先市町村が設置
するものをいう（拠点
避難所と避難所が同
一の場合あり）。

拠点避難所から各
避難所へは、避難先
市町村が移送する。

※記載の避難中継所を

第一候補とするが、施

設の被害状況や災害の

状況に応じて計画記載

の他の施設での設置も

検討する。

19岸和田市

-158-



【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

下
しも

丹生
　にゅう

79
湖東第
二小学
校

南菩提寺
町430

上
かみ

丹生
　にゅう

210
湖東第
一小学
校

下里町21

摺
する

墨
すみ

14
湖東第
二小学
校

南菩提寺
町430

菅
すが

並
なみ

42
湖東第
二小学
校

南菩提寺
町430

計 345 345

長浜市 余呉町 345 余呉
よご

345 東近江市
旧鏡岡

かがみおか

中学校
ちゅうがっこう

長浜市余呉
町中之郷
1030

名称 所在地 名称
避難所①

県内避難 県外避難

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所 避難先①
避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝ

ﾄ）

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

国道365号⇒国
道8号⇒北陸自
動車道（長浜
IC）⇒名神高速
道路⇒湖東三
山スマートIC⇒
避難所

国道365号⇒国
道8号⇒北陸自
動車道（長浜IC）
⇒名神高速道路
⇒京滋バイパス
⇒第二京阪道路
⇒近畿道⇒阪和
自動車道（貝塚Ｉ
Ｃ）⇒府道岸和
田牛滝山貝塚線
（40号線）（通称：
貝塚中央線）

湖北体育
館

長浜市湖北町速
水1210

市町村名
拠点避難所避難経路①

大阪府 貝塚市 総合体育館
畠中１丁目
13-1

所在地 府県名

避難先②

避難経路②
市町村名

「拠点避難所」とは、
各避難所への移送
を行う拠点として避
難先市町村が設置
するものをいう（拠点
避難所と避難所が
同一の場合あり）。

拠点避難所から各
避難所へは、避難
先市町村が移送す

※記載の避難中継所を

第一候補とするが、施

設の被害状況や災害の

状況に応じて計画記載

の他の施設での設置も

検討する。

20貝塚市

-159-



【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

計 376 376

避難先①

所在地 名称 所在地 市町村名

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所

府県名

県内避難 県外避難

避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

市町名
地区名1 地区名2 避難経路②避難経路①

市町村名
避難所①

避難先②

拠点避難所

長浜市 余呉町 376 余呉
よご

376 余呉
よご

東野
ひがしの

376
余呉
よご

小中学校
しょうちゅうがっこう

市民総合体
育館

新安松1丁目
1-22

長浜市余呉町中之
郷777

地区名3
名称

国道365号⇒
国道8号⇒北
陸自動車道
（長浜IC）⇒名
神高速道路⇒
京滋バイパス
⇒第二京阪道
路⇒近畿道⇒
阪神高速（13
号東大阪線⇒
16号大阪港線
⇒4号湾岸線
泉佐野南IC）
⇒府道29号⇒
国道481号⇒
国道26号

湖北体育館
長浜市湖北町速
水1210

大阪府 泉佐野市東近江市
五個荘中学
校

五個荘小幡
町227

国道365号⇒国
道8号⇒北陸自
動車道（長浜IC）
⇒名神高速道路
⇒八日市IC⇒避
難所 「拠点避難所」とは、各

避難所への移送を行う
拠点として避難先市町
村が設置するものをい
う（拠点避難所と避難
所が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避
難所へは、避難先市
町村が移送する。

※記載の避難中継所を

第一候補とするが、施

設の被害状況や災害の

状況に応じて計画記載

の他の施設での設置も

検討する。

21泉佐野市

-160-



【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

八戸
やと

70
湖東第三
小学校

小田苅町
340

川並
かわなみ

218
愛東北小
学校

百済寺本町
1399

計 288 288

避難先②

所在地 名称 所在地 市町村名
拠点避難所

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所

府県名

県内避難 県外避難

避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

市町名
地区名1 地区名2 避難経路②避難経路①

市町村名
避難所①

避難先①

長浜市 余呉町 288 余呉
よご

288

地区名3
名称

国道365号⇒国
道8号⇒北陸自
動車道（長浜
IC）⇒名神高速
道路⇒京滋バ
イパス⇒第二京
阪道路⇒近畿
自動車道⇒阪
和自動車道（泉
南ＩＣ）⇒府道
63号泉佐野岩
出線⇒国道26
号

湖北体育館
長浜市湖北町
速水1210

東近江市

国道365号⇒国
道8号⇒北陸自
動車道（長浜IC）
⇒名神高速道路
⇒湖東三山ス
マートIC⇒避難
所

大阪府 泉南市 市民体育館
樽井2丁目26
番1号

旧鏡
かがみおか

岡

中学校
ちゅうがっこう

長浜市余呉町
中之郷1030

「拠点避難所」とは、各
避難所への移送を行う
拠点として避難先市町
村が設置するものをいう
（拠点避難所と避難所が
同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難
所へは、避難先市町村
が移送する。

※記載の避難中継所を

第一候補とするが、施

設の被害状況や災害の

状況に応じて計画記載

の他の施設での設置も

検討する。

22泉南市

-161-



【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

国安
くにやす

126
永源寺中学

校
山上町4300

池原
いけはら

100 市原小学校 高木町1124

小谷
おおたに

74
五個荘小学

校

五個荘竜田
町567

計 300 300

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所

避難経路②避難経路①
市町村名

避難所①

避難先②避難先①

県内避難 県外避難

避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

市町名
地区名1 地区名2

余呉
よご

小中学校
しょうちゅうがっこう

長浜市余呉
町中之郷777

地区名3
名称 所在地

長浜市 余呉町 300 余呉
よご

300

国道365号⇒
国道8号⇒北
陸自動車道
（長浜IC）⇒名
神高速道路⇒
京滋バイパス
⇒第二京阪道
路⇒近畿道⇒
阪和道(泉南
IC)⇒府道63
号⇒府道64号

湖北体育館
長浜市湖北町速
水1210

府県名 市町村名
拠点避難所

大阪府 阪南市
府立泉鳥取
　　　　いずみとっとり

高校

緑ヶ丘1丁目
1-10

名称 所在地

東近江市

国道365号⇒国
道8号⇒北陸自
動車道（長浜
IC）⇒名神高速
道路⇒八日市
IC⇒避難所

「拠点避難所」とは、
各避難所への移送を
行う拠点として避難先
市町村が設置するも
のをいう（拠点避難所
と避難所が同一の場
合あり）。

拠点避難所から各避
難所へは、避難先市

※記載の避難中継所を第

一候補とするが、施設の被

害状況や災害の状況に応

じて計画記載の他の施設

での設置も検討する。

23阪南市

-162-



【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

文
ふ

室
むろ

64 市原小学校
高木町
1124

今市
いまいち

135 永源寺中学校
山上町
4300

新堂
しんどう

97 五個荘小学校
五個荘竜
田町567

計 296 296

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所

避難経路②避難経路①
市町村名

避難所①

避難先① 避難先②

県内避難 県外避難

避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

市町名
地区名1 地区名2

余呉
よご

小中学校
しょうちゅうがっこう

長浜市余呉町中之
郷777

地区名3
名称 所在地

長浜市 余呉町 296 余呉
よご

296

国道365号⇒国道8
号⇒北陸自動車道
（長浜IC）⇒名神高
速道路⇒京滋バイ
パス⇒第二京阪道
路⇒近畿道⇒阪和
道（貝塚ＩＣ）⇒国道
170号

湖北体育館
長浜市湖北町速
水1210

府県名 市町村名
拠点避難所

大阪府 熊取町

総合体育館
「すまいるズ
ひまわりドー
ム」

久保5丁目3-
1

名称 所在地

東近江市

国道365号⇒国
道8号⇒北陸自
動車道（長浜IC）
⇒名神高速道路
⇒八日市IC⇒避
難所

「拠点避難所」とは、各
避難所への移送を行う
拠点として避難先市町
村が設置するものをい
う（拠点避難所と避難
所が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避
難所へは、避難先市町
村が移送する。

※記載の避難中継所を第

一候補とするが、施設の被

害状況や災害の状況に応

じて計画記載の他の施設

での設置も検討する。

「拠点避難所」とは、各
避難所への移送を行う
拠点として避難先市町
村が設置するものをい
う（拠点避難所と避難
所が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避
難所へは、避難先市町
村が移送する。

24熊取町
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

計 30 30

避難先①

所在地 名称 所在地 市町村名

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所

府県名

県内避難 県外避難

避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

市町名
地区名1 地区名2 避難経路②避難経路①

市町村名
避難所①

避難先②

拠点避難所

長浜市 余呉町 30 余呉
よご

30 椿
つばき

坂
　　ざか

30
余呉
よご

小中学校
しょうちゅうがっこう

田尻町
総合保健福
祉センター

嘉祥寺
883-1

長浜市余呉
町中之郷777

地区名3
名称

国道365号⇒国道8号
⇒北陸自動車道（長
浜IC）⇒名神高速道
路⇒京滋バイパス⇒
第二京阪道路⇒近畿
道⇒阪神高速（13号
東大阪線⇒16号大阪
港線⇒4号湾岸線）⇒
府道泉佐野岩出線

湖北体育館
長浜市湖北町
速水1210

大阪府 田尻町山上小学校 山上町200東近江市

国道365号⇒国
道8号⇒北陸自
動車道（長浜IC）
⇒名神高速道路
⇒八日市IC⇒避
難所

「拠点避難所」とは、
各避難所への移送
を行う拠点として避
難先市町村が設置
するものをいう（拠点
避難所と避難所が
同一の場合あり）。

拠点避難所から各
避難所へは、避難
先市町村が移送す

※記載の避難中継所を第

一候補とするが、施設の

被害状況や災害の状況に

応じて計画記載の他の施

設での設置も検討する。

25田尻町
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

柳ケ瀬
やながせ

41

中
なかの

河内
　　かわち

20

計 61 61

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名

避難元 集合場所

避難経路②避難経路①
市町村名

避難所①

避難先②避難先①

県内避難 県外避難

避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）

市町名
地区名1 地区名2

余呉
よご

小中学校
しょうちゅうがっこう

長浜市余呉町中之
郷777

地区名3
名称 所在地

長浜市 余呉町 61 余呉
よご

61

国道365号⇒国道8号
⇒北陸自動車道（長
浜IC）⇒名神高速道
路⇒京滋バイパス⇒
第二京阪道路⇒近畿
道⇒阪神高速（13号
東大阪線⇒16号大阪
港線⇒4号湾岸線）⇒
府道63号線⇒国道26
号⇒府道259号線

湖北体育館
長浜市湖北町速水
1210

府県名 市町村名
拠点避難所

大阪府 岬町
岬町立
町民体育館

淡輪4546

名称 所在地

山上小学校 山上町200東近江市

国道365号⇒国
道8号⇒北陸自
動車道（長浜IC）
⇒名神高速道路
⇒八日市IC⇒避
難所 「拠点避難所」とは、

各避難所への移送
を行う拠点として避
難先市町村が設置
するものをいう（拠点
避難所と避難所が
同一の場合あり）。

拠点避難所から各
避難所へは、避難

※記載の避難中継所を第一候補と

するが、施設の被害状況や災害の

状況に応じて計画記載の他の施設

での設置も検討する。

26岬町
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

海津1
かいづ

区
く

129 藤波こども園
安曇川町下小川
120-1

海津
かいづ

2区
く

116 安曇小学校
安曇川町田中
445-1

海津
かいづ

3区
く

196
安曇川はこぶね
保育園

安曇川町青柳
700-1

西浜
にしはま

区
　く

386 本庄小学校
安曇川町南船木
391

中
なかしょうく

庄区 348 青柳小学校
安曇川町青柳
1138

大沼
おおぬま

区
　く

197 高島小学校 勝野1045

グリーンレイク

町
ちょう

　内
ない

　会
かい

192 高島小学校 勝野1045

新保
しんぼ

区
く

295
藤樹の里文化
芸術会館

安曇川町上小川
106

湖西
こせいだいら

平

自治会
じちかい

36 高島小学校 高島市勝野1045

計 1,895 1,895

名称
避難所①

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難 県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②
市町名

地区名1 地区名2 地区名3
府県名 市町村名

拠点避難所

高島市 マキノ町 1,895

マキノ東
ひがし

小学校
しょうがっこう

827
マキノ東

ひがし

小学校
しょうがっこう

豊中市 豊島
て し ま

体育館
服部西町4
丁目12-1

所在地 名称 所在地 市町村名

国道161号⇒名神
高速道路（豊中IC）
⇒府道10号

マキノ南
みなみ

小学校
しょうがっこう 1,068

マキノ南
みなみ

小学校
しょうがっこう

高島市マキノ町
新保887

高島市マキノ町
海津2384

高島B＆G海洋セン
ター

高島市宮野
1516

高島市
国道161号⇒避
難所

大阪府

「拠点避難所」とは、各
避難所への移送を行
う拠点として避難先市
町村が設置するものを
いう（拠点避難所と避
難所が同一の場合あ
り）。

拠点避難所から各避
難所へは、避難先市

※記載の避難中継所を第一

候補とするが、施設の被害状

況や災害の状況に応じて計

画記載の他の施設での設置

も検討する。

27豊中市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

山中
やまなか　く

区 68

下
しも

区
　く

89

浦
うら

区
　く

33

小荒
こ あら じ  く

路区 153

野口
のぐち

区
く

51

計 394 394

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難 県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②
市町名

地区名1 地区名2 地区名3
名称 府県名 市町村名

拠点避難所

高島市 マキノ町 394
旧
きゅう

マキノ北
きた

小学校
しょうがっこう

394
マキノ東

ひがし

小学校
しょうがっこう

所在地 名称 所在地 市町村名
避難所①

①国道161号⇒名
神高速道路⇒中
国道⇒中国豊中Ｉ
Ｃ（左側車線）⇒
国道176号
※国道176号線石
橋跨線橋が20ｔを
超える車両通行
禁止

高島市マキノ町
海津2384

高島B＆G海洋
センター

高島市宮野
1516

高島市 安曇川中学校
安曇川町田中
567

国道161号⇒避
難所

大阪府 池田市 豊島
て し ま

野
の

公園
天神１丁目
7-1

「拠点避難所」とは、各
避難所への移送を行う
拠点として避難先市町
村が設置するものをい
う（拠点避難所と避難
所が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避
難所へは、避難先市
町村が移送する。

※記載の避難中継所を

第一候補とするが、施設

の被害状況や災害の状

況に応じて計画記載の他

の施設での設置も検討す

28池田市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

マキノ西
にし

小学校
しょうがっこう

445 蛭
ひる

口
ぐち

区
  く

445 新旭南小学校 新旭町新庄853

辻
つじ

区
  く

43
新旭総合福祉セ
ンターやすらぎ荘

新旭町北畑45-1

森西
もりにし

区
く

88 高島こども園 野田1631

沢
さわ

区
  く

397 新旭養護学校 新旭町太田988-6

箱
はこだてだい

館第2リッチ

ランド町内
ちょうないかい

会

24
健康の森梅ノ子運
動公園

安曇川町南古賀
65

計 997 997

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難 県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②
市町名

地区名1 地区名2 地区名3
名称 府県名 市町村名

拠点避難所

高島市 マキノ町 997
マキノ
中学校

高島市マキノ町
蛭口601

高島B＆G海洋セン
ター

外院1-2-3

所在地 名称 所在地 市町村名
避難所①

国道161号⇒名
神高速道路（茨
木ＩＣ）⇒国道
171号

マキノ南
みなみ

小学校
しょうがっこう

552

高島市宮野
1516

高島市
国道161号⇒避
難所

大阪府 箕面市
第二総合運動
場

「拠点避難所」とは、各
避難所への移送を行う
拠点として避難先市町
村が設置するものをいう
（拠点避難所と避難所
が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難
所へは、避難先市町村
が移送する。

※記載の避難中継所を第

一候補とするが、施設の被

害状況や災害の状況に応じ

て計画記載の他の施設での

設置も検討する。

29箕面市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

マキノ･

マロン

ガーデン

67 安曇小学校
安曇川町田中
445-1

マキノ･

グランデ

自治会
じちかい

21 高島中学校 勝野1070

計 88 88

名称
避難所①

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難 県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②
市町名

地区名1 地区名2 地区名3
府県名 市町村名

拠点避難所

高島市 マキノ町 88
マキノ西

にし

小学校
しょうがっこう

88
マキノ西

にし

小学校
しょうがっこう

豊能町
高山コミュニ
ティーセン
ター

高山10

所在地 名称 所在地 市町村名

国道161号⇒名
神高速道路（茨
城ＩＣ）⇒国道
171号⇒（小野
原-粟生間谷）
⇒府道4号線茨
木能勢線

高島市マキノ町
寺久保552-1

高島B＆G海洋セン
ター

高島市宮野
1516

高島市
国道161号⇒避
難所

大阪府

「拠点避難所」とは、
各避難所への移送
を行う拠点として避
難先市町村が設置
するものをいう（拠点
避難所と避難所が
同一の場合あり）。

拠点避難所から各
避難所へは、避難
先市町村が移送す

※記載の避難中継所を第一

候補とするが、施設の被害状

況や災害の状況に応じて計

画記載の他の施設での設置

も検討する。

30豊能町
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

高島市 マキノ町 39
旧
きゅう

マキノ

北
きた

小学校
しょうがっこう

39 在原
ありはら

区
く

39
旧
きゅう

マキノ北
きた

小学校
しょうがっこう

在原
ありはら

分校
ぶんこう

高島市マキノ町
在原506

高島B＆G海洋セン
ター

高島市宮野
1516

高島市
鴨川流域土地
改良区事務所

安曇川町下小
川2912

国道161号⇒
避難所

大阪府 能勢町
能勢町淨るり
シアター

宿野30

国道161号⇒
名神高速道路
（豊中ＩＣ）⇒
阪神高速11号
池田線⇒国道
173号

計 39 39

県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

所在地 名称 所在地 市町村名 府県名 市町村名
拠点避難所 避難経路②

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称
避難所①

「拠点避難所」とは、
各避難所への移送を
行う拠点として避難
先市町村が設置する
ものをいう（拠点避難
所と避難所が同一の
場合あり）。

拠点避難所から各避
難所へは、避難先市
町村が移送する。

※記載の避難中継所を第

一候補とするが、施設の被

害状況や災害の状況に応じ

て計画記載の他の施設での

設置も検討する。

31能勢町
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口
（小学校

区）
人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

大字
おおあざ

白谷
しらたに

84 高島中学校 勝野1070

白谷
しらたにちょうじゅえん

長寿苑

・町内
ちょうないかい

会
51 安曇小学校

安曇川町田中
445-1

寺久保
てら くぼ　く

区 151

石庭
い し ば  く

区 133

上
かみかいで　く

開田区 68

下
しもかいで　く

開田区 59

牧野
まきの　く

区 148 安曇小学校
安曇川町田中
445-1

マキノ駅
えき

西
にし

自治会
じちかい

134
安曇川ふれあいセン
ター

安曇川町田中89

【高木浜一丁目】
高島B&G海洋セン
ター

宮野1516

【高木浜二丁目】
安曇川ふれあいセン
ター

安曇川町田中89

マキノ南
みなみ

小学校
しょうがっこう 327 知

ちない　く

内区 327
高島B&G海洋セン
ター

宮野1516

計 1,641 1,641

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難 県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②
市町名

地区名1 地区名2 地区名3
名称 所在地 名称 所在地 市町村名

避難所①
府県名 市町村名

拠点避難所

高島市 マキノ町 1,641

マキノ西
にし

小学校
しょうがっこう

694
マキノ西

にし

小学校
しょうがっこう

高島市マキノ町
寺久保552-1

高島B＆G海洋セン
ター

高島市宮野
1516

高島市
国道161号⇒
避難所

吹田市 万博公園駐車場
千里万博公園
1-1

国道161号⇒名
神高速道路（吹
田ＩＣ）⇒中央環
状線（池田方面）

高島中学校 勝野1070

大阪府

マキノ東
ひがし

小学校
しょうがっこう 620

マキノ土
つち

に学
まな

ぶ

里
さと

研修
けんしゅう

センター

高島市マキノ町
蛭口260-1高木

たかぎはま

浜 486

「拠点避難所」とは、各避難
所への移送を行う拠点として
避難先市町村が設置するも
のをいう（拠点避難所と避難
所が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難所へ
は、避難先市町村が移送す
る。

※記載の避難中継所を第一

候補とするが、施設の被害状

況や災害の状況に応じて計

画記載の他の施設での設置

も検討する。

32吹田市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

中浜
なかはま

区
く

143
仰木の里小学校
体育館

仰木の里四丁目
4-1

北
きた

浜
はま

区
く

142 逢坂市民センター 京町三丁目1-3

南
みなみはまく

浜区 315 和邇市民体育館 和邇高城27-2

松
しょうようだいく

陽台区 1,182 木戸市民センター 木戸58

高島市 今津中学校 今津町弘川924

大津市
葛川少年自然の
家

葛川坊村町243

高島市 今津中学校 今津町弘川924

大津市
葛川少年自然の
家

葛川坊村町243

計 1,809 1,809

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難 県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②
市町名

地区名1 地区名2 地区名3
名称 所在地 名称 所在地 市町村名

避難所①
府県名 市町村名

拠点避難所

高島市 今津町 1,809

今津
いまづ

東
ひがし

小学校
しょうがっこう

1,782

今津
いまづ

東
ひがし

コミュニ

ティーセンター

芝生町4丁目
1-1

椋
むくがわ く

川区 27

旧
きゅう

今津
いまづ

西
にし

小学校
しょうがっこう

27

途中
とちゅう

谷
だに

0

国道161号⇒名
神高速道路⇒
新名神高速道
路（高槻IC）国
道171号大阪方
面行き⇒高槻市
役所前交差点
⇒府道大阪高
槻線

高島
たかしま

市民
しみん

会館
かいかん 高島市今津町

中沼１丁目３－１

高島市今津町
中沼１丁目４－１

【美浜発電所発災
時、美浜大飯発電
所同時発災時】
高島B＆G海洋セ
ンター

【大飯発電所発災
時】
高島市今津総合
運動公園

【美浜発電所発災
時、美浜大飯発電
所同時発災時】
高島市宮野1516

【大飯発電所発災
時】
高島市今津町日
置前3110

大津市

国道161号⇒避
難所

大阪府

高島市今津町
椋川512-1

高槻市
市立総合スポー
ツセンター

ＥＣＣ学園
がくえん

高等
こうとう

学校
がっこう

「拠点避難所」とは、各避
難所への移送を行う拠点と
して避難先市町村が設置
するものをいう（拠点避難
所と避難所が同一の場合
あり）。

拠点避難所から各避難所
へは、避難先市町村が移

※記載の避難中継所を第一候

補とするが、施設の被害状況や

災害の状況に応じて計画記載

の他の施設での設置も検討す

る。

33高槻市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

酒波
さなみ  く

区 93 高島市 新旭南小学校 新旭町新庄853

高島市
※美浜・敦賀発電所発災時

しろふじ保育園 永田1233-1

大津市
※大飯・美浜発電所同時発災時

志賀小学校体育館 南志賀一丁目5-1

望
のぞ

みの郷
さと

自治会
じちかい

148 安曇川世代交流センター 安曇川町南船木249

北仰
きとげ  く

区 93 安曇川高等学校 安曇川町西万木1168

新田
しんでん

区
  く

66 仰木の里市民センター 仰木の里七丁目1-25

桂
かつらく

区 165 和邇小学校体育館 和邇中190

北
きたふかしみず く

深清水区 156

南
みなみふかしみずく

深清水区 222

西
にしふかしみずく

深清水区 56

三谷
み　たに　く

区 191 大津市 木戸小学校体育館 荒川1000

構
かまえく

区 88 大津市 日吉中学校体育館 下阪本六丁目38-26

計 1,404 1,404

県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②
市町名

地区名1 地区名2 地区名3
名称 所在地 市町村名

避難所①

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難

府県名 市町村名
拠点避難所

高島市 今津町 1,404
今津
いまづ

北
きた

小学校
しょうがっこう 1,404

今津
いまづ

北
きた

小学校
しょうがっこう

高島市 安曇川総合体育館 安曇川町田中630-1

西河原公園 城の前町1

所在地 名称

国道161号⇒名神高
速道路（茨木ＩＣ）⇒
国道171号

平
へがさき  く

ヶ崎区 126

高島市

大津市

高島市今津町
日置前100

高島B＆G海洋セ
ンター

高島市宮野
1516

国道161号⇒
避難所

大阪府 茨木市 「拠点避難所」とは、各
避難所への移送を行う
拠点として避難先市町
村が設置するものをい
う（拠点避難所と避難
所が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避
難所へは、避難先市
町村が移送する。

※記載の避難中継所を第一

候補とするが、施設の被害状

況や災害の状況に応じて計

画記載の他の施設での設置

も検討する。

34茨木市

-173-



【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

伊井
い　い　く

区 168 大津市
真野北小学校体
育館

緑町15-2

大津市
※大飯・美浜発電所同時発災時

唐﨑小学校体育
館

際川四丁
目7-1

高島市
※美浜・敦賀発電所発災時

アイリッシュパー
ク

勝野670

北仰
きとげひがし

東

自治会
じ ち かい

184 高島市 安曇川高等学校
安曇川町
西万木
1168

計 446 446

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難 県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②
市町名

地区名1 地区名2 地区名3
名称 府県名 市町村名

拠点避難所

高島市 今津町 446
今津
いまづ

北
きた

小学校
しょうがっこう

446
今津
いまづ

北
きた

小学校
しょうがっこう

子育て総合支
援センター遊
戯室

千里丘東1-
17-46

所在地 名称 所在地 市町村名
避難所①

国道161号⇒名神
高速道路（吹田出
口）⇒大阪中央環
状線⇒府道14号
⇒府道142号

北林
きたばやしく

区 94
高島市今津町
日置前100

高島B＆G海洋セン
ター

高島市宮野
1516

国道161号
⇒避難所

大阪府 摂津市

「拠点避難所」とは、各
避難所への移送を行う
拠点として避難先市町
村が設置するものをいう
（拠点避難所と避難所
が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難
所へは、避難先市町村
が移送する。

※記載の避難中継所を第一

候補とするが、施設の被害状

況や災害の状況に応じて計画

記載の他の施設での設置も検

討する。

35摂津市

-174-



【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

高島市 今津町 178
今津
いまづ

東
ひがし

小学校
しょうがっこう

178 大供
おおとも

区
く

178
今津
いまづ

東
ひがし

保育園
ほいくえん

高島市今津町
住吉2丁目16-5

高島B＆G海洋セン
ター

高島市宮野
1516

大津市
逢坂小学校体育
館

音羽台6-1
国道161号⇒避
難所

大阪府 島本町
島本町ふれあ
いセンター

桜井3丁目4-1

国道161号
⇒名神高速
道路（大山
崎ＩＣ）⇒国
道171号

計 178 178

県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

所在地 名称 所在地 市町村名 府県名 市町村名
拠点避難所 避難経路②

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称
避難所①

「拠点避難所」とは、各避
難所への移送を行う拠点
として避難先市町村が設
置するものをいう（拠点避
難所と避難所が同一の場
合あり）。

拠点避難所から各避難所
へは、避難先市町村が移
送する。

※記載の避難中継所を第一

候補とするが、施設の被害状

況や災害の状況に応じて計

画記載の他の施設での設置

も検討する。

36島本町

-175-



【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

栄区
さかえく

586
滋賀短期大学
附属高校体育
館

朝日が丘一丁
目18-1

東区
ひがしく

240 県立武道館
におの浜四丁
目2-15

計 826 826

名称
避難所①

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難 県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②
市町名

地区名1 地区名2 地区名3
府県名 市町村名

拠点避難所

高島市 今津町 826
今津
いまづ

東
ひがし

小学校
しょうがっこう

826 高島
たかしま

高等
こうとう

学校
がっこう

守口市 大枝
おおえだ

公園 松下町3番地

所在地 名称 所在地 市町村名

国道161号⇒名
神高速道路⇒近
畿道（摂津南ＩＣ）
⇒中央環状線
（府道2号線）⇒
（松生町交差点）
国道163号線

高島市今津町
今津1936

高島B＆G海洋セン
ター

高島市宮野
1516

大津市
国道161号⇒避
難所

大阪府

「拠点避難所」とは、各
避難所への移送を行う
拠点として避難先市町
村が設置するものをいう
（拠点避難所と避難所
が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難
所へは、避難先市町村

※記載の避難中継所を第一

候補とするが、施設の被害

状況や災害の状況に応じて

計画記載の他の施設での設

置も検討する。

「拠点避難所」とは、各
避難所への移送を行う
拠点として避難先市町
村が設置するものをいう
（拠点避難所と避難所
が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難
所へは、避難先市町村

「拠点避難所」とは、各
避難所への移送を行う
拠点として避難先市町
村が設置するものをいう
（拠点避難所と避難所
が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難
所へは、避難先市町村

37守口市

-176-



【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

武末
たけすえ

区
　く

93 働
はたら

く女性
じょせい

の家
いえ 高島市今津町

今津1640
真野小学校体育館 真野四丁目6-17

弘川
ひろかわ

区
　く

553
やまびこ総合支援セ
ンター

馬場二丁目13-50

湖西
こせい

ニュー

タウン自治会
じちかい

126 平野小学校体育館 馬場一丁目2-1

びわ湖大津館 柳が崎5-35

県立体育館
におの浜四丁目2-
12

浜
はま

分
ぶん

区
　く

419 小松小学校体育館 南小松1122

川
かわしり　く

尻区 30 和邇市民体育館 和邇高城27-2

今津
いまづ

井
いのぐち　く

ノ口区 119 日吉台小学校体育館 日吉台三丁目33-3

中
なか

ノ
の

町
まち

区
　く

104 真野市民センター 真野四丁目6-2

今津
いまづ

辻
つじ

区
　く

68 日吉台小学校体育館 日吉台三丁目33-3

今津中学校 今津町弘川924

安曇川総合体育館 安曇川町田中630-1

今津中学校 今津町弘川924

安曇川総合体育館 安曇川町田中630-1

今津中学校 今津町弘川924

安曇川総合体育館 安曇川町田中630-1

今津中学校 今津町弘川924

安曇川総合体育館 安曇川町田中630-1

計 2,158 2,158

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難 県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②
市町名

地区名1 地区名2 地区名3
名称

角
つのがわく

川区 42

所在地 名称 所在地

高島市 今津町 2,158

今津
いまづ

東
ひがし

小学校
しょうがっこう 1,773

今津
いまづ

北
きた

小学校
しょうがっこう

291

旧
きゅう

今津
いまづ

西
にし

小学校
しょうがっこう

94

大阪府 枚方市
枚方市立
総合体育館

26

府県名 市町村名
拠点避難所

【美浜発電所発災時、
美浜大飯発電所同時
発災時】
高島B＆G海洋セン
ター

【大飯発電所発災時】
高島市今津総合運動
公園

中宮大池4丁目
10‐1

市町村名
避難所①

天増川
あますがわ

区
く

8

保
ほう

坂
ざか

区
　く

18

国道161号⇒名神高速
道路（京都南ＩＣ）⇒京阪
国道（出屋敷南交差点
を左折）

今津
いまづ

中学校
ちゅうがっこう 高島市今津町

弘川924

杉沢
すぎさわ

区
　く

552

救護
きゅうご

施設
しせつ

角川
つのかわ

ヴィラ

高島市今津町
角川1161

高島市

※大飯発電所
単独発災時は
今津中学校

上記以外は
安曇川総合体
育館

杉山
すぎやま

区
　く

【美浜発電所発災時、
美浜大飯発電所同時
発災時】
高島市宮野1516

【大飯発電所発災時】
高島市今津町日置前
3110

大津市

国道161号⇒避難
所

「拠点避難所」とは、各避
難所への移送を行う拠点
として避難先市町村が設
置するものをいう（拠点避
難所と避難所が同一の
場合あり）。

拠点避難所から各避難
所へは、避難先市町村
が移送する。

※記載の避難中継所を第一候補とす

るが、施設の被害状況や災害の状況

に応じて計画記載の他の施設での設

置も検討する。

38枚方市

-177-



【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

南
みなみしんぼく

 新 保 区 473
北大津高校体育
館

仰木の里一丁目
23-1

市
いち

ヶ
が

崎
さき

区
く

174 市民会館 島の関14-1

新保
しんぽうじく

寺区 112
下阪本市民セン
ター

下阪本三丁目
14-30

カームタウン区
く

294
真野中学校体育
館

清風町24-1

東新町
ひがししんまちく

区 358
勤労福祉セン
ター

打出浜1-6

計 1,411 1,411

名称
避難所①

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難 県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②
市町名

地区名1 地区名2 地区名3
府県名 市町村名

拠点避難所

高島市 今津町 1,411
今津
いまづ

東
ひがし

小学校
しょうがっこう

1,411
今津
いまづ

東
ひがし

小学校
しょうがっこう

寝屋川市
総合教育研修セ
ンター
（旧）明徳小学校

明徳1丁目1-1

所在地 名称 所在地 市町村名

国道161号⇒名神高
速道路⇒第二京阪
道路（寝屋川北）⇒
国道１号線⇒府道
18号線

高島市今津町
弘川５９

高島B＆G海洋セ
ンター

高島市宮野
1516

大津市
国道161号⇒
避難所

大阪府

「拠点避難所」とは、各避難
所への移送を行う拠点として
避難先市町村が設置するも
のをいう（拠点避難所と避難
所が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難所へ
は、避難先市町村が移送す
る。

※記載の避難中継所を第

一候補とするが、施設の

被害状況や災害の状況に

応じて計画記載の他の施

設での設置も検討する。

39寝屋川市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

天神
てんじん

区
く

145
坂本市民体育
館

坂本六丁目
33-19

今津
いまづ

中野区
なかのく

295
唐崎中学校体
育館

唐崎二丁目
9-1

宮西
みやにし

区
く

122
中央市民セン
ター

中央二丁目
2-5

計 562 562

名称
避難所①

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難 県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②
市町名

地区名1 地区名2 地区名3
府県名 市町村名

拠点避難所

高島市 今津町 562
今津
いまづ

東
ひがし

小学校
しょうがっこう

562
今津
いまづ

勤労者
きんろうしゃ

体
た

育
いいく

センター
大東市 深

ふか

北
きた

緑地
りょくち 深野北

2・3・4・5丁目

所在地 名称 所在地 市町村名

国道161号⇒名神
高速道路（京都南Ｉ
Ｃ）⇒京阪国道⇒
外環状線（国道170
号線）

高島市今津町
今津1952-1

高島B＆G海洋
センター

高島市宮野
1516

大津市
国道161号⇒
避難所

大阪府

「拠点避難所」とは、各
避難所への移送を行う
拠点として避難先市町
村が設置するものをい
う（拠点避難所と避難所
が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難
所へは、避難先市町村
が移送する。

※記載の避難中継所を

第一候補とするが、施設

の被害状況や災害の状

況に応じて計画記載の

他の施設での設置も検

討する。

40大東市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

藺生
ゆ　う　　く

区 116
下阪本小学校体育
館

下阪本四丁目10-1

梅原
うめはら

区
　く

98 日吉中学校体育館
下阪本六丁目38-
26

下
しも

弘部
ひろべ

区
く

216 県立スポーツ会館 御陵町4-1

梅原
うめはら

台
だい

自治会
じちかい

101 真野北市民センター 緑町4-1

大
おお

床
ずく

区
　く

37 和邇市民体育館 和邇高城27-2

計 568 568 　

名称
避難所①

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難 県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②
市町名

地区名1 地区名2 地区名3
府県名 市町村名

拠点避難所

高島市 今津町 568
今津
いまづ

東
ひがし

小学校
しょうがっこう

568 今津
いまづ

上
かみ

体育館
たいいくかん

門真市
門真市立
門真市民プラザ

北島546番地

所在地 名称 所在地 市町村名

国道161号⇒名神高速道
路⇒京阪国道⇒第二京
阪道路（寝屋川南ＩＣ）（ま
たは第二京阪門真ＩＣ）⇒
国道1号線

高島市今津町
上弘部486

高島B＆G海洋セ
ンター

高島市宮野
1516

大津市
国道161号⇒
避難所

大阪府

「拠点避難所」とは、各避難
所への移送を行う拠点とし
て避難先市町村が設置す
るものをいう（拠点避難所と
避難所が同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難所
へは、避難先市町村が移
送する。

※記載の避難中継所を第

一候補とするが、施設の被

害状況や災害の状況に応

じて計画記載の他の施設

での設置も検討する。

41門真市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

岸
きし

脇
わき

区
　く

181 今津
いまづ

北
きた

体育館
たいいくかん 高島市今津町

日置前100
小野小学校体
育館

水明一丁目
34-2

上
かみひろべ　く

弘部区 143 今津
いまづ

上
かみ

体育館
たいいくかん 高島市今津町

上弘部486
比叡平小学校
体育館

比叡平一丁
目45-1

計 324 324

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難 県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

避難経路②
市町名

地区名1 地区名2 地区名3
名称 府県名 市町村名

拠点避難所

高島市 今津町 324
今津
いまづ

東
ひがし

小学校
しょうがっこう

324
高島B＆G海洋
センター

中野3丁目5-
25

所在地 名称 所在地 市町村名
避難所①

国道161号⇒名
神高速道路⇒京
阪国道⇒第二京
阪道路（寝屋川
北ＩＣ）⇒国道１号
⇒国道170号⇒
国道163号

高島市宮野
1516

大津市
国道161号⇒
避難所

大阪府 四條畷市
市民総合セン
ター

「拠点避難所」とは、各
避難所への移送を行う
拠点として避難先市町
村が設置するものをいう
（拠点避難所と避難所が
同一の場合あり）。

拠点避難所から各避難
所へは、避難先市町村
が移送する。

※記載の避難中継所を第

一候補とするが、施設の被

害状況や災害の状況に応

じて計画記載の他の施設で

の設置も検討する。

42四條畷市
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【R7.4.1時点】

滋賀県

（旧市町村名） 人口 （小学校区） 人口 （自治会区） 人口 名称 所在地 名称 所在地

高島市 今津町 395
今津
いまづ

東
ひがし

小学校
しょうがっこう

395 西
にし

区
く

395 高島高等学校
たかしまこうとうがっこう 高島市今津町

今津1936
高島B＆G海洋セ
ンター

高島市宮野
1516

大津市
やまびこ総合支援セ
ンター

馬場二丁目
13-50

国道161号⇒
避難所

大阪府 交野市
交野市立
総合体育施設

向井田2-5-1

国道161号⇒
名神高速道
路⇒京阪国
道⇒第二京
阪道路（交野
北ＩＣ）⇒第二
京阪道路側
道⇒府道交
野久御山線

計 395 395

県外避難

避難元 集合場所 避難中継所（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 避難先①

避難経路①

避難先②

所在地 名称 所在地 市町村名 府県名 市町村名
拠点避難所 避難経路②

【別添２】避難元・避難先マッチング（個票）

避難元府県名 県内避難

市町名
地区名1 地区名2 地区名3

名称
避難所①

※記載の避難中継所を第

一候補とするが、施設の被

害状況や災害の状況に応

じて計画記載の他の施設

での設置も検討する。

「拠点避難所」とは、各避難所
への移送を行う拠点として避難
先市町村が設置するものをいう
（拠点避難所と避難所が同一
の場合あり）。

拠点避難所から各避難所へは、

43交野市
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【別添３】

施設名称 住所

1 総合体育館 下笠町161

2 ＹＭＩＴアリーナ （くさつシティアリーナ） 野村三丁目3-27

3 ふれあい体育館 草津町1486-1

4 武道館 南山田町683

5 テクノカレッジ草津 青地町1093

6 草津クレアホール 野路六丁目11-15

7 西一会館 草津町1446-1

8 西一教育集会所 草津町1446-1

9 橋岡会館 橋岡町71

10 橋岡教育集会所 橋岡町68

11 新田会館 木川町898-3

12 新田教育集会所 木川町898-15

13 常盤東総合センター 芦浦町319-1

14 芦浦教育集会所 芦浦町319-1

15 志津まちづくりセンター 青地町561

16 志津南まちづくりセンター 若草五丁目10

17 草津まちづくりセンター 草津一丁目4-33

18 大路まちづくりセンター 大路二丁目9-11

19 渋川まちづくりセンター 西渋川二丁目9-38

20 矢倉まちづくりセンター 東矢倉二丁目13-6

21 老上まちづくりセンター 野路町520

22 老上西まちづくりセンター 矢橋町526-1

23 玉川まちづくりセンター 野路九丁目7-42

24 南笠東まちづくりセンター 笠山一丁目1-47

25 山田まちづくりセンター 南山田町678

26 笠縫まちづくりセンター 上笠一丁目6-3

27 笠縫東まちづくりセンター 集町58-8

28 常盤まちづくりセンター 志那中町111-1

29 なごみの郷（福祉避難所） 志那町2552

30 長寿の郷ロクハ荘 （福祉避難所） 追分七丁目11-1

草津市　受入避難所一覧
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昭和 38 年８月  作 成 

昭和 39 年５月  修 正 

昭和 42 年３月  修 正 

昭和 46 年５月  修 正 

昭和 49 年１月  修 正 

昭和 51 年 10 月  修 正 

昭和 54 年６月  修 正 

昭和 55 年６月  修 正 

昭和 56 年６月  修 正 

昭和 57 年６月  修 正 

昭和 58 年６月  修 正 

昭和 59 年７月  修 正 

昭和 60 年６月  修 正 

昭和 61 年７月  修 正 

昭和 62 年６月  修 正 

昭和 63 年６月  修 正 

平 成 元 年 ７ 月  修 正 

平 成 ２ 年 ７ 月  修 正 

平 成 ３ 年 ７ 月  修 正 

平 成 ４ 年 ７ 月  修 正 

平 成 ５ 年 ７ 月  修 正 

平 成 ６ 年 ７ 月  修 正 

平 成 ７ 年 ８ 月  修 正 

平 成 ９ 年 ３ 月  修 正 

平成 10 年 12 月  修 正 

平成 11 年 12 月  修 正 

平成 13 年２月  修 正 

平成 14 年２月  修 正 

平成 15 年２月  修 正 

平成 16 年２月  修 正 

平成 16 年６月  修 正 

平成 17 年５月  修 正 

平成 18 年２月  修 正 

平成 18 年９月  修 正 

平成 19 年５月  修 正 

平成 21 年２月  修 正 

平成 21 年 12 月  修 正 

平成 23 年３月  修 正 

平成 25 年１月  修 正 

平成 25 年３ 月  修 正 

平成 26 年３ 月   修 正 

平成 27 年３ 月  修 正 

平成 28 年３ 月  修 正 

平成 29 年３ 月  修 正 

平成 30 年３ 月  修 正 

平成 31 年３ 月  修 正 

令 和 ２ 年 ３ 月  修 正 

令 和 ３ 年 ３ 月  修 正 

令 和 ４ 年 ３ 月  修 正 

令 和 ５ 年 ３ 月  修 正 

令 和 ７ 年 １ 月  修 正 

令 和 ８ 年 １ 月  修 正 
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